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(57)【要約】
【課題】使い捨て着用物品が利用者に適した商品である
か否かを購入前に効果的に認識させること。
【解決手段】本願に係る表示制御装置は、利用者による
入力情報に応じて特定された使い捨て着用物品の形状を
示す物品情報を取得する取得部と、物品情報が示す形状
の使い捨て着用物品を前記利用者が仮想的に装着した態
様で、利用者が撮影された撮影画像に当該使い捨て着用
物品の画像を重畳した状態で表示させる表示制御部とを
有することを特徴とする。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者による入力情報に応じて特定された使い捨て着用物品の形状を示す物品情報を取
得する取得部と、
　前記物品情報が示す形状の使い捨て着用物品を前記利用者が仮想的に装着した態様で、
前記利用者が撮影された撮影画像に当該使い捨て着用物品の画像を重畳した状態で表示さ
せる表示制御部と
　を有することを特徴とする表示制御装置。
【請求項２】
　前記取得部は、前記使い捨て着用物品として、不織布で構成された使い捨てマスクの形
状を示す前記物品情報を取得する
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記取得部は、前記入力情報として、前記使い捨て着用物品が商品として陳列されてい
る陳列棚に付された識別情報に応じて特定された使い捨て着用物品の形状を示す前記物品
情報を取得する
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記取得部は、前記識別情報に応じて特定された使い捨て着用物品として、前記識別情
報で識別される使い捨て着用物品であって、前記陳列棚に現在陳列されている使い捨て着
用物品の形状を示す前記物品情報を取得する
　ことを特徴とする請求項３に記載の表示制御装置。
【請求項５】
　前記取得部は、前記識別情報に応じて特定された使い捨て着用物品として、前記識別情
報で識別される着用物品、および、前記識別情報で識別される着用物品に関連する着用物
品である表示候補の使い捨て着用物品のうち、前記利用者により選択されたカテゴリに対
応する使い捨て着用物品の形状を示す前記物品情報を取得する
　ことを特徴とする請求項３または４に記載の表示制御装置。
【請求項６】
　前記取得部は、前記利用者により選択された第１のカテゴリに属する表示候補の使い捨
て着用物品のうち、前記利用者によりさらに選択された第２のカテゴリであって、前記第
１のカテゴリに対する下位のカテゴリである第２のカテゴリに属する着用物品の形状を示
す前記物品情報を取得する
　ことを特徴とする請求項５に記載の表示制御装置。
【請求項７】
　前記取得部は、前記表示候補の使い捨て着用物品のうち、前記利用者により選択された
使い捨て着用物品の形状を示す前記物品情報を取得する
　ことを特徴とする請求項５または６に記載の表示制御装置。
【請求項８】
　前記取得部は、前記利用者の属性情報または嗜好性に応じて特定された前記表示候補の
使い捨て着用物品のうち、前記利用者により選択された使い捨て着用物品の形状を示す前
記物品情報を取得する
　ことを特徴とする請求項５～７のいずれか１つに記載の表示制御装置。
【請求項９】
　前記取得部は、前記入力情報として、前記利用者が撮影された撮影画像に応じて特定さ
れた使い捨て着用物品の形状を示す前記物品情報を取得する
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の表示制御装置。
【請求項１０】
　前記表示制御部は、前記利用者が撮影された撮影画像から検出された前記利用者の身体
のパーツに基づいて、使い捨て着用物品の利用用途に応じた適切な身体の位置に対して前
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記物品情報が示す形状の使い捨て着用物品が位置するよう、前記撮影画像に前記使い捨て
着用物品の画像を重畳した状態で表示させる
　ことを特徴とする請求項１～９のいずれか１つに記載の表示制御装置。
【請求項１１】
　前記表示制御部は、前記撮影画像で示される前記利用者の顔の向きであって、前記利用
者を撮影する撮影手段に対する顔の向きに応じて、前記物品情報が示す形状を制御し、制
御した形状の使い捨て着用物品を前記利用者が仮想的に装着した態様で、前記撮影画像に
前記使い捨て着用物品の画像を重畳した状態で表示させる
　ことを特徴とする請求項１～１０のいずれか１つに記載の表示制御装置。
【請求項１２】
　前記表示制御部は、前記利用者の顔のサイズに応じて、前記使い捨て着用物品の画像の
サイズを制御し、制御したサイズの画像を前記撮影画像に重畳させる
　ことを特徴とする請求項１～１１のいずれか１つに記載の表示制御装置。
【請求項１３】
　前記表示制御部は、前記利用者により使い捨て着用物品の色または模様が指定された場
合には、前記使い捨て着用物品の画像として、指定された色または模様の使い捨て着用物
品の画像を前記撮影画像に重畳させる
　ことを特徴とする請求項１～１２のいずれか１つに記載の表示制御装置。
【請求項１４】
　前記表示制御部は、前記利用者により使い捨て着用物品のサイズが指定された場合には
、前記使い捨て着用物品の画像として、指定されたサイズに応じたサイズの画像を前記撮
影画像に重畳させる
　ことを特徴とする請求項１～１３のいずれか１つに記載の表示制御装置。
【請求項１５】
　前記表示制御部は、利用者に関する利用者情報に基づき特定された利用者であって、前
記撮影画像に使い捨て着用物品の画像を重畳した状態で表示させるアプリケーションを導
入していない利用者の端末装置に対して、当該アプリケーションを導入するよう案内する
案内情報を表示させる
　ことを特徴とする請求項１～１４のいずれか１つに記載の表示制御装置。
【請求項１６】
　前記表示制御部は、前記入力情報が入力された後において、前記使い捨て着用物品を仮
想的に装着させるパーツであって、前記利用者の身体のパーツが、前記利用者が撮影され
た撮影画像に含まれないと判定された場合には、当該パーツを含むように撮影するよう案
内情報を表示させる
　ことを特徴とする請求項１～１５のいずれか１つに記載の表示制御装置。
【請求項１７】
　前記表示制御部は、前記利用者が撮影された撮影画像であって、前記使い捨て着用物品
の画像が重畳された撮影画像のうち、これまでに撮影された撮影画像を比較可能なように
表示させる
　ことを特徴とする請求項１～１６のいずれか１つに記載の表示制御装置。
【請求項１８】
　前記表示制御部は、前記利用者が撮影された撮影画像であって、前記使い捨て着用物品
の画像が重畳された撮影画像のうち、過去に撮影された撮影画像を、現在撮影されている
撮影画像であって、前記使い捨て着用物品の画像が重畳された撮影画像とともに表示させ
る
　ことを特徴とする請求項１７に記載の表示制御装置。
【請求項１９】
　前記表示制御部は、前記利用者が撮影された撮影画像であって、前記使い捨て着用物品
の画像が重畳された撮影画像に対して、所定の情報共有サービスへの投稿に応じた所定の
情報を表示させる
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　ことを特徴とする請求項１～１８のいずれか１つに記載の表示制御装置。
【請求項２０】
　前記表示制御部は、前記所定の情報として、前記使い捨て着用物品に関する情報を表示
させる
　ことを特徴とする請求項１９に記載の表示制御装置。
【請求項２１】
　表示制御装置が実行する表示制御方法であって、
　利用者による入力情報に応じて特定された使い捨て着用物品の形状を示す物品情報を取
得する取得工程と、
　前記物品情報が示す形状の使い捨て着用物品を前記利用者が仮想的に装着した態様で、
前記利用者が撮影された撮影画像に当該使い捨て着用物品の画像を重畳した状態で表示さ
せる表示制御工程と
　を含むことを特徴とする表示制御方法。
【請求項２２】
　利用者による入力情報に応じて特定された使い捨て着用物品の形状を示す物品情報を取
得する取得手順と、
　前記物品情報が示す形状の使い捨て着用物品を前記利用者が仮想的に装着した態様で、
前記利用者が撮影された撮影画像に当該使い捨て着用物品の画像を重畳した状態で表示さ
せる表示制御手順と
　をコンピュータに実行させるための表示制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示制御装置、表示制御方法および表示制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、情報処理の進歩に従い、様々な態様で利用者に情報を提供する技術が提案されて
いる。例えば、商品に関する仮想的な画像を、利用者が撮影された画像に重畳させて表示
させることで、商品の販売を促進させる技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１８１６８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記の従来技術では、使い捨て着用物品が利用者に適した商品であるか
否かを購入前に効果的に認識させることができるとは限らない。例えば、上記の従来技術
では、撮像部から順次取得した画像内の顔パーツを認識し、認識結果に含まれる顔パーツ
の位置に基づいて、画像内の顔にトラッキングする仮想的な化粧画像をこの画像に重畳さ
せて表示させる。
【０００５】
　このように、上記の従来技術は、化粧支援に特化した技術あり、マスクなどの使い捨て
着用物品については、画像に重畳させて表示させる表示対象となっていないため、使い捨
て着用物品が利用者に適した商品であるか否かを購入前に効果的に認識させることができ
るとは限らない。
【０００６】
　本願は、上記に鑑みてなされたものであって、使い捨て着用物品が利用者に適した商品
であるか否かを購入前に効果的に認識させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本願に係る表示制御装置は、利用者による入力情報に応じて特定された使い捨て着用物
品の形状を示す物品情報を取得する取得部と、前記物品情報が示す形状の使い捨て着用物
品を前記利用者が仮想的に装着した態様で、前記利用者が撮影された撮影画像に当該使い
捨て着用物品の画像を重畳した状態で表示させる表示制御部とを有することを特徴とする
。
【発明の効果】
【０００８】
　実施形態の一態様によれば、使い捨て着用物品が利用者に適した商品であるか否かを購
入前に効果的に認識させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、陳列コーナーを概念的に説明する説明図である。
【図２】図２は、実施形態に係る表示制御処理の一例（１）を示す図である。
【図３】図３は、実施形態に係る表示制御処理の一例（２）を示す図である。
【図４】図４は、実施形態に係る表示制御処理の一例（３）を示す図である。
【図５】図５は、実施形態に係る画像比較の一例を示す図である。
【図６】図６は、実施形態に係る情報処理装置の構成例を示す図である。
【図７】図７は、実施形態に係る表示制御処理のうち、前半の表示制御処理手順を示すフ
ローチャートである。
【図８】図８は、実施形態に係る表示制御処理のうち、後半の表示制御処理手順を示すフ
ローチャートである。
【図９】図９は、ハードウェア構成の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本明細書及び添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。
【００１１】
　利用者による入力情報に応じて特定された使い捨て着用物品の形状を示す物品情報を取
得する取得部と、前記物品情報が示す形状の使い捨て着用物品を前記利用者が仮想的に装
着した態様で、前記利用者が撮影された撮影画像に当該使い捨て着用物品の画像を重畳し
た状態で表示させる表示制御部とを有することを特徴とする表示制御装置。
【００１２】
　このような表示制御装置によれば、利用者による入力情報に応じて特定された使い捨て
着用物品の形状を示す物品情報を取得し、取得した物品情報が示す形状の使い捨て着用物
品を利用者が仮想的に装着した態様で、利用者が撮影された撮影画像に当該使い捨て着用
物品の画像を重畳した状態で表示させるため、使い捨て着用物品が利用者に適した商品で
あるか否かを購入前に効果的に認識させることができる。
【００１３】
　また、表示制御装置は、前記使い捨て着用物品として、不織布で構成された使い捨てマ
スクの形状を示す前記物品情報を取得する。
【００１４】
　このような表示制御装置によれば、使い捨て着用物品として、不織布で構成された使い
捨てマスクの形状を示す物品情報を取得するため、使い捨てマスクが利用者に適したマス
ク商品であるか否かを購入前に効果的に認識させることができる。
【００１５】
　また、表示制御装置は、前記入力情報として、前記使い捨て着用物品が商品として陳列
されている陳列棚に付された識別情報に応じて特定された使い捨て着用物品の形状を示す
前記物品情報を取得する。
【００１６】
　このような表示制御装置によれば、入力情報として、使い捨て着用物品が商品として陳
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列されている陳列棚に付された識別情報に応じて特定された使い捨て着用物品の形状を示
す物品情報を取得するため、使い捨て着用物品の装着体験ができる機会を効果的に増やす
ことができる。
【００１７】
　また、表示制御装置は、前記識別情報に応じて特定された使い捨て着用物品として、前
記識別情報で識別される使い捨て着用物品であって、前記陳列棚に現在陳列されている使
い捨て着用物品の形状を示す前記物品情報を取得する。
【００１８】
　このような表示制御装置によれば、識別情報に応じて特定された使い捨て着用物品とし
て、識別情報で識別される使い捨て着用物品であって、陳列棚に現在陳列されている使い
捨て着用物品の形状を示す物品情報を取得するため、現在、利用者が注目している着用物
品そのものの画像を表示することができる。
【００１９】
　また、表示制御装置は、前記識別情報に応じて特定された使い捨て着用物品として、前
記識別情報で識別される着用物品、および、前記識別情報で識別される着用物品に関連す
る着用物品である表示候補の使い捨て着用物品のうち、前記利用者により選択されたカテ
ゴリに対応する使い捨て着用物品の形状を示す前記物品情報を取得する。
【００２０】
　このような表示制御装置によれば、識別情報に応じて特定された使い捨て着用物品とし
て、識別情報で識別される着用物品、および、識別情報で識別される着用物品に関連する
着用物品である表示候補の使い捨て着用物品のうち、利用者により選択されたカテゴリに
対応する使い捨て着用物品の形状を示す物品情報を取得するため、装着体験したい使い捨
て着用物品がより簡単に見付けられるよう効果的に支援することができる。
【００２１】
　また、表示制御装置は、前記利用者により選択された第１のカテゴリに属する表示候補
の使い捨て着用物品のうち、前記利用者によりさらに選択された第２のカテゴリであって
、前記第１のカテゴリに対する下位のカテゴリである第２のカテゴリに属する着用物品の
形状を示す前記物品情報を取得する。
【００２２】
　このような表示制御装置によれば、利用者により選択された第１のカテゴリに属する表
示候補の使い捨て着用物品のうち、利用者によりさらに選択された第２のカテゴリであっ
て、第１のカテゴリに対する下位のカテゴリである第２のカテゴリに属する着用物品の形
状を示す物品情報を取得するため、装着体験したい使い捨て着用物品がより簡単に見付け
られるよう効果的に支援することができる。
【００２３】
　また、表示制御装置は、前記表示候補の使い捨て着用物品のうち、前記利用者により選
択された使い捨て着用物品の形状を示す前記物品情報を取得する。
【００２４】
　このような表示制御装置によれば、表示候補の使い捨て着用物品のうち、利用者により
選択された使い捨て着用物品の形状を示す物品情報を取得するため、利用者側の要望に合
った使い捨て着用物品の装着体験を簡単に行わせることができる。
【００２５】
　また、表示制御装置は、前記利用者の属性情報または嗜好性に応じて特定された前記表
示候補の使い捨て着用物品のうち、前記利用者により選択された使い捨て着用物品の形状
を示す前記物品情報を取得する。
【００２６】
　このような示制御装置によれば、利用者の属性情報または嗜好性に応じて特定された表
示候補の使い捨て着用物品のうち、利用者により選択された使い捨て着用物品の形状を示
す物品情報を取得するため、利用者側の好みに合った使い捨て着用物品の装着体験を簡単
に行わせることができる。
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【００２７】
　また、表示制御装置は、前記入力情報として、前記利用者が撮影された撮影画像に応じ
て特定された使い捨て着用物品の形状を示す前記物品情報を取得する。
【００２８】
　このような示制御装置によれば、入力情報として、利用者が撮影された撮影画像に応じ
て特定された使い捨て着用物品の形状を示す物品情報を取得するため、利用者の興味を高
め、使い捨て着用物品が販売される店舗へと利用者を効果的に誘導することができるよう
になる。
【００２９】
　また、表示制御装置は、前記利用者が撮影された撮影画像から検出された前記利用者の
身体のパーツに基づいて、使い捨て着用物品の利用用途に応じた適切な身体の位置に対し
て前記物品情報が示す形状の使い捨て着用物品が位置するよう、前記撮影画像に前記使い
捨て着用物品の画像を重畳した状態で表示させる。
【００３０】
　このような表示制御装置によれば、利用者が撮影された撮影画像から検出された利用者
の身体のパーツに基づいて、使い捨て着用物品の利用用途に応じた適切な身体の位置に対
して物品情報が示す形状の使い捨て着用物品が位置するよう、撮影画像に使い捨て着用物
品の画像を重畳した状態で表示させるため、使い捨て着用物品の装着体験を違和感なく行
わせることができる。
【００３１】
　また、表示制御装置は、前記撮影画像で示される前記利用者の顔の向きであって、前記
利用者を撮影する撮影手段に対する顔の向きに応じて、前記物品情報が示す形状を制御し
、制御した形状の使い捨て着用物品を前記利用者が仮想的に装着した態様で、前記撮影画
像に前記使い捨て着用物品の画像を重畳した状態で表示させる。
【００３２】
　このような表示制御装置によれば、撮影画像で示される利用者の顔の向きであって、利
用者を撮影する撮影手段に対する顔の向きに応じて、物品情報が示す形状を制御し、制御
した形状の使い捨て着用物品を前記利用者が仮想的に装着した態様で、撮影画像に使い捨
て着用物品の画像を重畳した状態で表示させるため、使い捨て着用物品をした状態での見
た目が顔の向きに応じてどのように変化するかを精度よくイメージさせることができる。
【００３３】
　また、表示制御装置は、前記利用者の顔のサイズに応じて、前記使い捨て着用物品の画
像のサイズを制御し、制御したサイズの画像を前記撮影画像に重畳させる。
【００３４】
　このような表示制御装置によれば、利用者の顔のサイズに応じて、使い捨て着用物品の
画像のサイズを制御し、制御したサイズの画像を撮影画像に重畳させるため、使い捨て着
用物品の装着体験を違和感なく行わせることができる。
【００３５】
　また、表示制御装置は、前記利用者により使い捨て着用物品の色または模様が指定され
た場合には、前記使い捨て着用物品の画像として、指定された色または模様の使い捨て着
用物品の画像を前記撮影画像に重畳させる。
【００３６】
　このような表示制御装置によれば、利用者により使い捨て着用物品の色または模様が指
定された場合には、使い捨て着用物品の画像として、指定された色または模様の使い捨て
着用物品の画像を撮影画像に重畳させるため、どのような色や模様の使い捨て着用物品が
利用者に適した商品であるか否かを購入前に効果的に認識させることができる。
【００３７】
　また、表示制御装置は、前記利用者により使い捨て着用物品のサイズが指定された場合
には、前記使い捨て着用物品の画像として、指定されたサイズに応じたサイズの画像を前
記撮影画像に重畳させる。
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【００３８】
　このような表示制御装置によれば、利用者により使い捨て着用物品のサイズが指定され
た場合には、使い捨て着用物品の画像として、指定されたサイズに応じたサイズの画像を
撮影画像に重畳させるため、どのようなサイズの使い捨て着用物品が利用者に適した商品
であるか否かを購入前に効果的に認識させることができる。
【００３９】
　また、表示制御装置は、利用者に関する利用者情報に基づき特定された利用者であって
、前記撮影画像に使い捨て着用物品の画像を重畳した状態で表示させるアプリケーション
を導入していない利用者の端末装置に対して、当該アプリケーションを導入するよう案内
する案内情報を表示させる。
【００４０】
　このような表示制御装置によれば、利用者に関する利用者情報に基づき特定された利用
者であって、撮影画像に使い捨て着用物品の画像を重畳した状態で表示させるアプリケー
ションを導入していない利用者の端末装置に対して、当該アプリケーションを導入するよ
う案内する案内情報を表示させるため、使い捨て着用物品の装着体験を店頭で行わすため
の敷居を効果的に下げることができるようになる。
【００４１】
　また、表示制御装置は、前記入力情報が入力された後において、前記使い捨て着用物品
を仮想的に装着させるパーツであって、前記利用者の身体のパーツが、前記利用者が撮影
された撮影画像に含まれないと判定された場合には、当該部位を含むように撮影するよう
案内情報を表示させる。
【００４２】
　このような表示制御装置によれば、入力情報が入力された後において、使い捨て着用物
品を仮想的に装着させるパーツであって、利用者の身体のパーツが、利用者が撮影された
撮影画像に含まれないと判定された場合には、当該パーツを含むように撮影するよう案内
情報を表示させるため、使い捨て着用物品の画像が、使い捨て着用物品の利用用途に応じ
た正しい態様で表示されるよう制御することができる。
【００４３】
　また、表示制御装置は、前記利用者が撮影された撮影画像であって、前記使い捨て着用
物品の画像が重畳された撮影画像のうち、これまでに撮影された撮影画像を比較可能なよ
うに表示させる。
【００４４】
　このような表示制御装置によれば、利用者が撮影された撮影画像であって、使い捨て着
用物品の画像が重畳された撮影画像のうち、これまでに撮影された撮影画像を比較可能な
ように表示させるため、利用者に対して、どの使い捨て着用物品が似合っているかを容易
に比較させることができる。
【００４５】
　また、表示制御装置は、前記利用者が撮影された撮影画像であって、前記使い捨て着用
物品の画像が重畳された撮影画像のうち、過去に撮影された撮影画像を、現在撮影されて
いる撮影画像であって、前記使い捨て着用物品の画像が重畳された撮影画像とともに表示
させる。
【００４６】
　このような表示制御装置によれば、利用者が撮影された撮影画像であって、使い捨て着
用物品の画像が重畳された撮影画像のうち、過去に撮影された撮影画像を、現在撮影され
ている撮影画像であって、使い捨て着用物品の画像が重畳された撮影画像とともに表示さ
せるため、利用者に対して、どの使い捨て着用物品が似合っているかを容易に比較させる
ことができる。
【００４７】
　また、表示制御装置は、前記利用者が撮影された撮影画像であって、前記使い捨て着用
物品の画像が重畳された撮影画像に対して、所定の情報共有サービスへの投稿に応じた所
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定の情報を表示させる。
【００４８】
　このような表示制御装置によれば、利用者が撮影された撮影画像であって、使い捨て着
用物品の画像が重畳された撮影画像に対して、所定の情報共有サービスへの投稿に応じた
所定の情報を表示させるため、使い捨て着用物品や、使い捨て着用物品の事業者について
効果的に宣伝することができるようになる。
【００４９】
　また、表示制御装置は、前記所定の情報として、前記使い捨て着用物品に関する情報を
表示させる。
【００５０】
　このような表示制御装置によれば、所定の情報として、使い捨て着用物品に関する情報
を表示させるため、使い捨て着用物品や、使い捨て着用物品の事業者について効果的に宣
伝することができるようになる。
【００５１】
［実施形態］
　以下に、表示制御装置、表示制御方法および表示制御プログラムを実施するための形態
（以下、「実施形態」と記載する）の一例について図面を参照しつつ詳細に説明する。な
お、この実施形態により表示制御装置、表示制御方法および表示制御プログラムが限定さ
れるものではない。また、以下の実施形態において同一の部位には同一の符号を付し、重
複する説明は省略する。
【００５２】
〔１．実施形態に係る表示制御処理の概要〕
　まず、前提に沿って実施形態に係る表示制御処理の概要について説明する。使い捨て着
用物品の一例としては、マスクが挙げられるが、近年マスクの需要は高まっている。また
、マスクは、通年で使用されることも多いため、着用した際の見た目を気にしたり、なる
べくファッショナブルに着用したという人も多くなってきている。このため、購入前にマ
スクを試着することが出来れば便利であるが、マスクは、衛生商品であり、また、その多
くが使い捨て商品であるため、購入前に試着させることは難しい。
【００５３】
　そこで、実施形態に係る表示制御処理は、このような問題点を解決するための着想であ
り、利用者が有する端末装置（例えば、スマートフォンなど）、あるいは、店頭に置かれ
た端末装置（例えば、タブレット端末やデジタルサイネ－ジなど）を介して、利用者に対
して、仮想的にマスクの画像を装着させることで、マスクを着用した際の見た目をシミュ
レーションさせるというものである。
【００５４】
　具体的には、実施形態に係る表示制御処理は、利用者による入力情報に応じて特定され
た使い捨て着用物品の形状を示す物品情報を取得し、取得した物品情報が示す形状の使い
捨て着用物品を利用者が仮想的に装着した態様で、利用者が撮影された撮影画像に当該使
い捨て着用物品の画像を重畳した状態で表示させる、というものである。
【００５５】
　そして、このような表示制御処理によれば、使い捨て着用物品（例えば、マスク）が利
用者に適した商品であるか否かを購入前に効果的に認識させることができるようになる。
【００５６】
　また、上記の通り、実施形態に係る表示制御処理は、端末装置を介して、利用者に対し
て仮想的にマスクの画像を装着させるものであるため、利用者は店頭などで簡単にマスク
の装着体験ができるようになる。このことを「売り」として、例えば、「スマホで簡単に
装着体験！」といった店頭ポップとともに、自社製品（例えば、事業者Ｔ）のマスクを陳
列すれば、自社製品の訴求力を高めることができる。後に図１を用いて、店頭ポップが付
された状態でマスクが陳列される陳列コーナーのイメージを示す。
【００５７】



(10) JP 2021-176110 A 2021.11.4

10

20

30

40

50

〔２．表示制御処理に対応するプログラムについて〕
　次に、実施形態に係る表示制御処理に対応するプログラムについて説明する。係るプロ
グラムは、利用者による入力情報に応じて特定された使い捨て着用物品の形状を示す物品
情報を取得する取得手順と、取得手順により取得された物品情報が示す形状の使い捨て着
用物品を前記利用者が仮想的に装着した態様で、利用者が撮影された撮影画像に当該使い
捨て着用物品の画像を重畳した状態で表示させる表示制御手順とをコンピュータに実行さ
せるためのプログラムである。
【００５８】
　そして、このようなプログラムである実施形態に係るアプリケーションは、例えば、利
用者が有する端末装置（例えば、スマートフォンなど）、店頭に置かれた端末装置（例え
ば、タブレット端末やデジタルサイネ－ジなど）といった、所謂、エンドユーザ用の端末
装置、あるいは、係る端末装置と通信を行うサーバ装置に対して導入（インストール）さ
れる。
【００５９】
　以下の実施形態では、このような端末装置の一例として端末装置１０を例示し、また、
このようなサーバ装置の一例としてサーバ装置１００を例示する。また、端末装置１０お
よびサーバ装置１００は、ともに表示制御装置の一例といえる装置である。
【００６０】
　また、実施形態に係るアプリケーションは、端末装置１０とサーバ装置１００を連携さ
せるために端末装置１０にインストールされる専用のアプリケーション（以下「アプリＡ
Ｐ１１」とする）であってもよい。一方で、実施形態に係るアプリケーションは、端末装
置１０にインストールされる汎用的なアプリケーション（「アプリＡＰ１２」）であって
もよい。例えば、アプリＡＰ１２は、端末装置１０の有するブラウザ上で動作するウェブ
アプリ（ウェブコンテンツを表示させるためのアプリケーション）あってもよい。
【００６１】
　また、アプリＡＰ１１およびアプリＡＰ１２は、実施形態に係る表示制御処理を端末装
置１０またはサーバ装置１００の少なくともいずれか一方に対して実行させるためのアプ
リケーションといえる。本実施形態では、アプリＡＰ１１またはアプリＡＰ１２の制御に
従って、端末装置１０とサーバ装置１００とが協働して実施形態に係る表示制御処理を行
うものとして説明するが、例えば、端末装置１０がアプリＡＰ１１またはアプリＡＰ１２
の制御に従って、単独で実施形態に係る表示制御処理を行ってもよい。
【００６２】
　また、アプリＡＰ１１がインストールされている場合における、端末装置１０およびサ
ーバ装置１００との間で行われる実施形態に係る表示制御処理と、アプリＡＰ１２がイン
ストールされている場合における、端末装置１０およびサーバ装置１００との間で行われ
る実施形態に係る表示制御処理とを、それぞれ分けて説明する。前者については、主に図
３で説明し、後者については主に図４で説明する。一方で、アプリＡＰ１１がインストー
ルされている場合での表示制御処理は、アプリＡＰ１２の制御によって行われてもよい。
また、アプリＡＰ１２がインストールされている場合での表示制御処理は、アプリＡＰ１
１の制御によって行われてもよい。
【００６３】
〔３．使い捨て着用物品について〕
　次に、使い捨て着用物品について説明する。本実施形態では、実施形態に係る使い捨て
着用物品は、マスクであるものとする。具体的には、実施形態に係る使い捨て着用物品は
、不織布で構成された使い捨てマスクであるものとする。一方で、使い捨て着用物品は、
必ずしもマスクである必要はなく、例えば、大人用の吸収性物品（大人用おむつ）であっ
てもよい。
【００６４】
〔４．記憶部と店頭での陳列について〕
　次に、図１を用いて、サーバ装置１００が有する記憶部と、店頭ポップが付された状態
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でマスクが陳列される陳列コーナーについて説明する。図１は、陳列コーナーを概念的に
説明する説明図である。
【００６５】
　図１の左側には、表示制御装置の一例であるサーバ装置１００が有する記憶部のうち、
商品としてのマスクに関する各種情報を記憶する商品情報記憶部１２１の一例が示されて
いる。図１に示す商品情報記憶部１２１は、「シリーズ情報」、「第１タイプ」、「第２
タイプ」、「商品ＩＤ」、「ＡＲ情報」、「取扱店舗」といった項目を有する。
【００６６】
　「シリーズ情報」は、サーバ装置１００に対応する事業者（マスク販売メーカー）であ
る事業者Ｔによるマスク商品に関するシリーズ情報を示す。「シリーズ情報」に対応付け
られる商品（「商品ＩＤ」で識別される商品）は、「シリーズ情報」が示す商品シリーズ
に対応する。図１の例では、シリーズ情報「今春発売新商品」に対して、商品ＩＤ「ＰＤ
１１」で識別されるマスク商品（マスクＰＤ１１）が対応付けられている。係る例は、マ
スクＰＤ１１は、事業者Ｔにより今春発売された新商品シリーズ（ラインナップ）のうち
の１つである例を示す。
【００６７】
　「第１タイプ」および「第２タイプ」は、マスクを用途（例えば、女性用、子供用など
）、形状（プリーツ型、立体型など）、各種スペック（着用した際の付け心地、マスクを
介して発散される息の状況など）などで分類するための分類情報、すなわち、マスクのカ
テゴリに対応し、「第１タイプ」および「第２タイプ」は、それぞれカバーする範囲（粒
度）が異なる。具体的には、「第２タイプ」は、「第１タイプ」よりも粒度の狭いカテゴ
リである。換言すると、「第２タイプ」は、「第１タイプ」に対して下位のカテゴリに相
当する。また、このようなことから、「第１タイプ」および「第２タイプ」は、階層構造
の関係性にある。
【００６８】
　図１に示す商品情報記憶部１２１の例では、第１タイプとして、「ＴＹ１１」・「ＴＹ
１２」・「ＴＹ１３」・「ＴＹ１４」が示されている。また、図１に示す商品情報記憶部
１２１の例では、第１タイプ「ＴＹ１１」には、第２タイプとして、「ＴＹ１１－１」お
よび「ＴＹ１１－２」が対応付けられている。また、図１に示す商品情報記憶部１２１の
例では、第１タイプ「ＴＹ１２」には、第２タイプとして、「ＴＹ１２－１」および「Ｔ
Ｙ１２－２」が対応付けられている。また、図１に示す商品情報記憶部１２１の例では、
第１タイプ「ＴＹ１３」には、第２タイプとして、「ＴＹ１３－１」および「ＴＹ１３－
２」が対応付けられている。また、図１に示す商品情報記憶部１２１の例では、第１タイ
プ「ＴＹ１４」には、第２タイプとして、「ＴＹ１４－１」および「ＴＹ１４－２」が対
応付けられている。
【００６９】
　「商品ＩＤ」は、マスク商品を識別する識別情報を示す。「商品ＩＤ」は、マスク商品
を識別可能な情報であればいかなる情報であってもよく、「商品ＩＤ」としては、例えば
、商品番号、商品名（ブランド名）が挙げられる。また、「商品ＩＤ」で識別される各マ
スク商品は、表示候補のマスク商品といえる。
【００７０】
　「ＡＲ情報」は、マスクの仮想的な画像（例えば、マスクを３次元的に示す仮想的な立
体画像）であるＡＲ画像を生成するための元となる情報であり、少なくともマスクの形状
を示す情報が含まれる。また、「ＡＲ情報」は、マスクの形状を示す物品情報の一例であ
る。また、「ＡＲ情報」には、マスクのデフォルトの色や模様を示す情報も含まれてよい
。図１に示す商品情報記憶部１２１の例では、商品ＩＤ「ＰＤ１１」で識別されるマスク
商品であるマスクＰＤ１１に対して、ＡＲ情報「３Ｄ１１」が対応付けられている。係る
例では、ＡＲ情報「３Ｄ１１」には、マスクＰＤ１１の特徴的な形状を示す情報が物品情
報として含まれる。例えば、マスクＰＤ１１は、プリーツタイプであるとともに、事業者
Ｔ特有の形状を有しているマスク商品であるとすると、ＡＲ情報「３Ｄ１１」には、この
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特徴的な形状を示す情報が含まれる。
【００７１】
　「取扱店舗」は、商品ＩＤで識別されるマスク商品を取り扱っている店舗を示す情報で
ある。例えば、「取扱店舗」は、商品ＩＤで識別されるマスク商品を取り扱っている店舗
を識別する店舗ＩＤ、店舗名、店舗所在地などである。
【００７２】
　次に、店頭ポップについて説明する。図１の右側には、店頭ポップが付された状態でマ
スクが陳列される陳列コーナーの一例が示される。図１の例では、商品情報記憶部１２１
で管理されているマスク商品のうち、マスクＰＤ２１が、店舗ＳＨ１の店頭に設置される
陳列コーナーＣＮ１１に置かれた状態で販売されている様子が示されている。また、図１
の例では、陳列コーナーＣＮ１１の最前部に、「スマホで簡単に装着体験！」と記載され
た店頭ポップＰ２１が付されている。また、店頭ポップＰ２１には、実施形態に係る表示
制御のトリガーとなるＱＲコード（登録商標）として、コード情報ＱＲ２１が示されてい
る。また、コード情報ＱＲ２１には、例えば、マスクＰＤ２１を識別する商品ＩＤが含ま
れている。したがって、利用者は、自身の端末装置１０を介して、マスクを着用した際の
自身の見た目をシミュレーションしたい場合、まずは、端末装置１０の撮像手段（図６に
示す撮像部１３）を用いて、端末装置１０にコード情報ＱＲ２１を入力することで、端末
装置１０にコード情報ＱＲ２１を読み取らせる。
【００７３】
　なお、例えば、店舗ＳＨ１は、マスクＰＤ２１の他にもマスクＰＤ２２を取り扱ってい
る場合、陳列コーナーＣＮ１１の隣の陳列コーナーＣＮ１２（付図示）においてマスクＰ
Ｄ２２が陳列され、また、陳列コーナーＣＮ１２には、マスクＰＤ２２に対応する店頭ポ
ップＰ２２（付図示）が付される。ここで、店頭ポップＰ２２に示されるＱＲコードは、
店頭ポップＰ２１と同様のコード情報ＱＲ２１であってもよいし、マスクＰＤ２２を識別
する商品ＩＤが含まれる他のＱＲコードであってもよい。
【００７４】
　また、異なるマスク商品それぞれのシミュレーションを行いたい場合、その都度、マス
ク商品毎のＱＲコードを入力するのは面倒な場合がある。したがって、１つの店舗が事業
者Ｔにおける複数の異なるマスク商品を陳列している場合であっても、このうちのいずれ
かのマスク商品にだけＱＲコードが対応付けられていてもよい。また、１つの店舗が事業
者Ｔにおける複数の異なるマスク商品を陳列しているにも拘わらず、ＱＲコードは１つと
いう場合であっても、表示候補のマスク商品の中から、表示を希望するマスク商品を選択
させることで、利用者がシミレーションしたいと考えるマスク商品に対応するマスク画像
を表示させることができるようになる。この点については、図２で詳細に説明する。
【００７５】
〔５．表示制御処理について〕
　ここからは、図２～図４を用いて、実施形態に係る表示制御処理の一例について説明す
る。図２では、実施形態に係る表示制御処理のうち、利用者による入力に応じて、サーバ
装置１００が、入力された情報に応じたマスク商品に対応するＡＲ情報を取得するまでの
処理について説明する。また、図３では、端末装置１０が、アプリＡＰ１１に従って動作
する場合の表示制御処理の一例について説明する。また、図４では、端末装置１０が、ア
プリＡＰ１２に従って動作する場合の表示制御処理の一例について説明する。
【００７６】
　また、図２～図４では、利用者Ｕ１が自身の端末装置１０を用いて、マスクを着用した
際の見た目をシミュレーションしようとする場合を想定する。より具体的には、利用者Ｕ
１は、店舗ＳＨ１の陳列コーナーＣＮ１１に置かれるマスクＰＤ２１を着用した際の見た
目をシミュレーションするために、店頭ポップＰ２１に示されるコード情報ＱＲ２１を入
力する場合を想定する。
【００７７】
〔５－１．表示制御処理（１）について〕
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　まず、図２を用いて、サーバ装置１００が、利用者による入力に応じて、入力された情
報に応じたマスク商品に対応するＡＲ情報を取得するまでの処理について説明する。図２
は、実施形態に係る表示制御処理の一例（１）を示す図である。
【００７８】
　まず、利用者Ｕ１が、端末装置のカメラ（図６に示す撮像部１３）を用いて、ＱＲコー
ドであるコード情報ＱＲ２１を端末装置１０に入力したとする。係る例では、コード情報
ＱＲ２１は、利用者Ｕ１による入力情報といえる。また、コード情報は、マスク商品が陳
列されている陳列棚に付された識別情報ともいえる。
【００７９】
　そして、端末装置１０は、ＱＲコードの入力を受け付けると、ＱＲコードを読み取るこ
とにより、ＱＲコードで示される商品ＩＤを検出する（ステップＳ１１）。具体的には、
端末装置１０は、コード情報ＱＲ２１の入力を受け付けると、コード情報ＱＲ２１を読み
取ることにより、コード情報ＱＲ２１で示される商品ＩＤを検出する。図１の例では、端
末装置１０は、商品ＩＤとして、マスクＰＤ２１を示す商品ＩＤ「ＰＤ２１」を検出した
ものとする。
【００８０】
　次に、端末装置１０は、検出した商品ＩＤをサーバ装置１００に送信する。例えば、端
末装置１０は、所定のアプリケーションを介して、検出した商品ＩＤをサーバ装置１００
に送信する。例えば、端末装置１０にアプリＡＰ１１がインストールされている場合、端
末装置１０は、アプリＡＰ１１の制御に従い、検出した商品ＩＤをサーバ装置１００に送
信する。また、端末装置１０にはアプリＡＰ１１がインストールされていない一方で、ア
プリＡＰ１２がインストールされている場合（すなわち、アプリＡＰ１２に対応するウェ
ブアプリであるブラウザがインストールされている場合）、端末装置１０は、アプリＡＰ
１２を介して、検出した商品ＩＤをサーバ装置１００に送信する。このような送信により
、サーバ装置１００は、端末装置１０から商品ＩＤを取得する（ステップＳ１２）。具体
的には、サーバ装置１００は、端末装置１０が商品ＩＤ「ＰＤ２１」を送信したことによ
り、端末装置１０から商品ＩＤ「ＰＤ２１」を取得する。
【００８１】
　なお、コード情報ＱＲ２１に店舗ＳＨ１を識別する店舗ＩＤが含まれている場合、端末
装置１０は、商品ＩＤとともにこの店舗ＩＤもサーバ装置１００に送信してもよい。これ
により、サーバ装置１００は、商品情報記憶部１２１の「取扱店舗」と、端末装置１０か
ら取得した「店舗ＩＤ」とのマッチングにより、店舗ＳＨ１で取り扱われているマスク商
品のうち、事業者Ｔのマスク商品を特定することが可能となる。
【００８２】
　次に、サーバ装置１００は、商品ＩＤに基づいて、表示候補のマスク商品を特定し、特
定した表示候補のマスク商品から、表示を希望するマスク商品を選択させる選択コンテン
ツを生成する（ステップＳ１３）。具体的には、サーバ装置１００は、商品ＩＤ「ＰＤ２
１」に基づいて、表示候補のマスク商品を特定し、特定した表示候補のマスク商品から、
表示を希望するマスク商品を選択させる選択コンテンツを生成する。
【００８３】
　例えば、サーバ装置１００は、商品ＩＤ「ＰＤ２１」で識別されるマスクＰＤ２１、お
よび、マスクＰＤ２１に関連するマスク商品を表示候補のマスク商品として特定する。図
１に示す商品情報記憶部１２１の例によると、マスクＰＤ１１およびマスクＰＤ１２は、
マスクＰＤ２１と同一シリーズの商品であって、また、ブランドの観点からも関連してい
るものとする。したがって、図２の例では、サーバ装置１００は、マスクＰＤ２１に関連
するマスク商品であるマスクＰＤ１１およびマスクＰＤ１２を抽出し、結果的に、マスク
ＰＤ１１、マスクＰＤ１２、マスクＰＤ２１を表示候補のマスク商品として特定したもの
とする。
【００８４】
　また、係る例では、マスクＰＤ１１、マスクＰＤ１２、マスクＰＤ２１は、識別情報に
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応じて特定されたマスクの一例である。また、ステップＳ１３の処理について、サーバ装
置１００は、識別情報に応じて特定された使い捨て着用物品として、識別情報で識別され
る着用物品、および、識別情報で識別される着用物品に関連する着用物品を、表示候補の
使い捨て着用物品として特定する、と概念的に表記することができる。なお、関連商品と
特定するための判断材料は、シリーズやブランドに限定される必要はない。
【００８５】
　ここで、選択コンテンツの生成の一例について、図１に示す商品情報記憶部１２１の例
を用いて説明する。例えば、サーバ装置１００は、マスクＰＤ２１が属するカテゴリのう
ち粒度のより広いカテゴリ（より上位のカテゴリ）である第１のカテゴリに対応する第１
タイプ「ＴＹ１２」、および、マスクＰＤ１１とマスクＰＤ１２とが属するカテゴリのう
ち粒度のより広いカテゴリ（より上位のカテゴリ）である第１のカテゴリに対応する第１
タイプ「ＴＹ１１」のうちのいずれかを選択させる選択コンテンツＣ１１１を生成する。
【００８６】
　また、サーバ装置１００は、第１のカテゴリより粒度の狭い（すなわち、第１のカテゴ
リに対して下位の）第２のカテゴリに対応する第２タイプであって、マスクＰＤ２１の第
１タイプに対応する第２タイプ「ＴＹ１２－１」および「ＴＹ１２－２」のうちのいずれ
かを選択させる選択コンテンツＣ１１１－１を生成する。また、サーバ装置１００は、第
１のカテゴリより粒度の狭い（すなわち、第１のカテゴリに対して下位の）第２のカテゴ
リに対応する第２タイプであって、マスクＰＤ１１およびマスクＰＤ１２の第１タイプに
対応する第２タイプ「ＴＹ１１－１」および「ＴＹ１１－２」のうちのいずれかを選択さ
せる選択コンテンツＣ１１１－２を生成する。
【００８７】
　また、サーバ装置１００は、選択コンテンツＣ１１１において第１タイプ「ＴＹ１１」
が選択された場合には選択コンテンツＣ１１１－２に遷移され、選択コンテンツＣ１１１
において第１タイプ「ＴＹ１２」が選択された場合には選択コンテンツＣ１１１－１に遷
移されるように選択コンテンツＣ１１を生成する。具体的には、サーバ装置１００は、上
記のような遷移が実現されるよう選択コンテンツＣ１１１、選択コンテンツＣ１１１－１
、選択コンテンツＣ１１１－２を組み合わせることで、選択コンテンツＣ１１を生成する
。これにより、利用者Ｕ１は、第１のカテゴリを選択し、選択した第１のカテゴリに対応
する第２のカテゴリをさらに選択することで、表示を希望するマスク商品を絞り込むこと
ができる。
【００８８】
　なお、サーバ装置１００は、図２で示した例のように、階層構造の関係にあるカテゴリ
を順に選択させることで、表示を希望するマスク商品を絞り込ませるのではなく、単純に
、表示候補のマスク商品それぞれを示す商品情報（例えば、商品名）が一覧表示される一
覧コンテンツを生成することで、一覧の中から表示を希望するマスク商品を選択させても
よい。
【００８９】
　また、サーバ装置１００は、利用者Ｕ１に関する利用者情報に基づいて、表示候補のマ
スク商品の中から、利用者Ｕ１に応じた表示候補のマスク商品を特定する。そして、サー
バ装置１００は、特定した表示候補のマスク商品それぞれを示す商品情報（例えば、商品
名）が一覧表示される一覧コンテンツを生成することで、一覧の中から表示を希望するマ
スク商品を選択させてもよい。例えば、サーバ装置１００は、利用者Ｕ１にの属性情報（
例えば、年齢や性別など）、あるいは、利用者Ｕ１の嗜好性（例えば、好みの形状、色、
スペック）に基づいて、表示候補のマスク商品の中から、利用者Ｕ１に応じた表示候補の
マスク商品を特定する。例えば、サーバ装置１００は、利用者Ｕ１の行動を示す行動情報
（例えば、購買履歴や閲覧履歴）に基づいて、利用者Ｕ１の嗜好性を推定することができ
る。
【００９０】
　また、サーバ装置１００は、利用者Ｕ１が現在利用している店舗（図２の例では、店舗
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ＳＨ１）で取り扱われている取扱商品の中から、利用者Ｕ１に応じた表示候補のマスク商
品を特定してもよい。例えば、サーバ装置１００は、利用者Ｕ１の位置情報から利用者Ｕ
１が現在利用している店舗を特定し、特定した店舗で取り扱われている取扱商品の中から
、利用者Ｕ１に応じた表示候補のマスク商品を特定してもよい。また、例えば、サーバ装
置１００は、ステップＳ１２において、商品ＩＤとともに店舗ＩＤも取得できている場合
には、取得た店舗ＩＤで識別される店舗で取り扱われている取扱商品の中から、利用者Ｕ
１に応じた表示候補のマスク商品を特定してもよい。
【００９１】
　図２の説明に戻り、サーバ装置１００は、ステップＳ１３で生成した選択コンテンツを
利用者Ｕ１に送信する（ステップＳ１４）。具体的には、サーバ装置１００は、選択コン
テンツＣ１１を利用者Ｕ１の端末装置１０に送信する。
【００９２】
　そうすると、利用者Ｕ１は、選択コンテンツＣ１１で表示される第１タイプ（第１のカ
テゴリ）のうち、表示を希望するマスク商品に対応していると思われる第１タイプを選択
し、また、選択に応じて遷移した選択コンテンツＣ１１で表示される第２タイプ（第２の
カテゴリ）のうち、表示を希望するマスク商品に対応していると思われる第２タイプを選
択する。このような選択に応じて、端末装置１０は、選択されたカテゴリを示すカテゴリ
情報をサーバ装置１００に送信する（ステップＳ１５）。図２の例では、利用者Ｕ１は、
選択コンテンツＣ１１１－２において第２タイプ「ＴＹ１２－１」を選択したとすると、
端末装置１０は、第２タイプ「ＴＹ１２－１」を示すカテゴリ情報をサーバ装置１００に
送信する。
【００９３】
　サーバ装置１００は、カテゴリ情報を受信すると、受信したカテゴリ情報に基づいて、
選択されたカテゴリに属するマスク商品の形状を示すＡＲ情報（物品情報の一例）を取得
する（ステップＳ１６）。例えば、サーバ装置１００は、第２タイプ「ＴＹ１２－１」を
示すカテゴリ情報を受信したとすると、第２タイプ「ＴＹ１２－１」に属するマスク商品
を特定し、特定したマスク商品の形状を示すＡＲ情報を商品情報記憶部１２１から取得す
る。図１に示す商品情報記憶部１２１の例では、サーバ装置１００は、第２タイプ「ＴＹ
１２－１」に属するマスク商品としてマスクＰＤ２１を特定し、マスクＰＤ２１の形状を
示すＡＲ情報としてＡＲ情報３Ｄ２１を商品情報記憶部１２１から取得する。
【００９４】
　なお、第２タイプ「ＴＹ１２－１」に属するマスク商品が複数存在する場合には、サー
バ装置１００は、これらマスク商品を示す商品情報を利用者Ｕ１に提示することで、表示
を希望するマスク商品を選択させてもよい。
【００９５】
　また、これまでの例では、サーバ装置１００が、表示候補のマスク商品の中から、表示
を希望するマスク商品を絞り込ませたり、表示候補のマスク商品の中から、表示を希望す
るマスク商品そのものを選択させる例を示した。しかし、サーバ装置１００は、端末装置
１０から取得したＱＲコードによって、表示候補のマスク商品の中から一意にマスク商品
が決まる場合には、このマスク商品のＡＲ情報を取得してもよい。例えば、コード情報Ｑ
Ｒ２１で示される商品ＩＤが商品ＩＤ「ＰＤ２１」である場合には、商品ＩＤ「ＰＤ２１
」によってマスク商品は１つのマスクＰＤ２１に決まる。また、マスクＰＤ２１は、利用
者Ｕ１が目をとめた陳列コーナーＣＮ１１において現在陳列されているマスク商品である
。
【００９６】
　したがって、サーバ装置１００は、ステップＳ１２で商品ＩＤ「ＰＤ２１」を取得した
図２の例では、ステップＳ１３～Ｓ１６を行うことなく、マスクＰＤ２１のＡＲ情報とし
てＡＲ情報３Ｄ２１を取得してもよい。また、このような処理について、サーバ装置１０
０は、識別情報で識別される使い捨て着用物品であって、陳列棚に現在陳列されている使
い捨て着用物品の形状を示す物品情報を取得する、と概念的に表記することができる。
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【００９７】
　図２の説明に戻り、サーバ装置１００は、ステップＳ１６で取得したＡＲ情報を利用者
Ｕ１に送信する（ステップＳ１７）。具体的には、サーバ装置１００は、ステップＳ１６
で取得したＡＲ情報３Ｄ２１を利用者の端末装置１０に送信する。
【００９８】
〔５－２．表示制御処理（２）について〕
　ここまで、図２を用いて、サーバ装置１００が、利用者による入力に応じて、入力され
た情報に応じたマスク商品に対応するＡＲ情報を取得するまでの処理について説明してき
た。ここからは、図３を用いて、端末装置１０が、アプリＡＰ１１に従って動作する場合
の表示制御処理の一例について説明する。図３は、実施形態に係る表示制御処理の一例（
２）を示す図である。また、以下に説明する処理は、図２のステップＳ１７に続く処理で
ある。
【００９９】
　端末装置１０は、サーバ装置１００からＡＲ情報を取得すると、取得したＡＲ情報から
マスク画像を生成する（ステップＳ２１）。具体的には、端末装置１０は、サーバ装置１
００からＡＲ情報３Ｄ２１を取得すると、ＡＲ情報３Ｄ２１が示す形状であって、マスク
ＰＤ２１の形状に基づいて、この形状を仮想的に再現する立体画像をマスクＰＤ２１のマ
スク画像として生成する。図３の例では、端末装置１０は、このようなマスク画像として
マスク画像ＧＰ２１を生成したものとする。
【０１００】
　また、端末装置１０は、ＡＲ情報を取得したことに応じて、カメラを動的に起動すると
ともに、起動したカメラの撮影範囲内に顔全体が含まれるように顔を撮影するよう案内す
る案内情報を表示画面（図６に示す出力部１４）に表示させる（ステップＳ２２）。例え
ば、アプリＡＰ１１がカメラアプリとしての機能も有する場合には、端末装置１０は、ア
プリＡＰ１１内でカメラ（図６に示す撮像部１３）を動的に起動することで、表示画面に
カメラによる現在の撮影画像を表示させる。一方、アプリＡＰ１１がカメラアプリとして
の機能を有さない場合には、端末装置１０は、予めインストールされている所定のカメラ
アプリを動的に起動することで、表示画面にカメラによる現在の撮影画像を表示させても
よい。なお、端末装置１０は、利用者Ｕ１が自身の顔を撮影できるようインカメラを起動
する。
【０１０１】
　また、端末装置１０は、カメラによる撮影範囲に対応する枠情報と、例えば、「この枠
の中に顔が入るようにして撮影して下さい」といった文字情報から成る案内情報を表示画
面に表示させる。
【０１０２】
　カメラは、起動されている限り連続的に撮影し続ける。したがって、端末装置１０は、
カメラによる撮影画像を順次取得することにより、取得した各撮影画像に基づいて、利用
者Ｕ１の顔のパーツを検出する（ステップＳ２３）。例えば、端末装置１０は、撮影画像
に基づいて、マスクを仮想的に装着させるパーツであって、利用者Ｕ１の顔のパーツを検
出する。例えば、端末装置１０は、利用者Ｕ１の目・鼻・口・耳を検出する。また、端末
装置１０は、利用者Ｕ１の顎のラインの形状や、利用者Ｕ１の顔の向きであって、利用者
Ｕ１を撮影するカメラに対する顔の向きも検出する。また、端末装置１０は、利用者Ｕ１
の顔のサイズをさらに検出（推定）してもよい。
【０１０３】
　また、端末装置１０は、上記のように検出した検出結果に基づいて、マスクを仮想的に
装着させるパーツであって、利用者Ｕ１の顔のパーツが現在の撮影画像に含まれるか否か
を判定し、含まれないと判定した場合には、顔のパーツを含むように撮影するよう案内情
報を表示画面に表示させてもよい。例えば、端末装置１０は、検出結果に基づいて、マス
クの利用用途に応じた顔のパーツ（例えば、例えば、鼻よりも下の顔の部分）の全て／ま
たは一部を検出できない場合には、利用者Ｕ１の顔のパーツが現在の撮影画像に含まれな
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いと判定する。そして、端末装置１０は、撮影範囲に対応する枠情報と、例えば、「顔が
映っていません。この枠の中に顔が入るようにして撮影して下さい」といった文字情報か
ら成る案内情報を表示画面に表示させる。
【０１０４】
　次に、端末装置１０は、検出した顔のパーツに基づいて、ＡＲ情報が示す形状のマスク
を利用者Ｕ１が仮想的に装着した態様で、利用者Ｕ１が撮影された現在の撮影画像に当該
マスクのマスク画像を重畳した状態で表示させる（ステップＳ２４）。具体的には、端末
装置１０は、検出した顔のパーツに基づいて、ＡＲ情報３Ｄ２１が示す形状のマスクＰＤ
２１を利用者Ｕ１が仮想的に装着した態様で、利用者Ｕ１が撮影された現在の撮影画像に
マスクＰＤ２１のマスク画像ＧＰ２１を重畳した状態で表示させる。例えば、端末装置１
０は、検出した顔のパーツに基づいて、マスクの利用用途に応じた適切な顔の位置に対し
てＡＲ情報３Ｄ２１が示す形状のマスクＰＤ２１が位置するよう、現在の撮影画像にマス
ク画像ＧＰ２１を重畳した状態で表示させる。
【０１０５】
　また、端末装置１０は、利用者Ｕ１の顎のラインの形状を検出している場合には、検出
した形状に合うようにマスク画像ＧＰ２１の形状を制御する。また、端末装置１０は、利
用者Ｕ１の顔のサイズを検出している場合には、検出したサイズに合うようにマスク画像
ＧＰ２１の形状を制御する。また、端末装置１０は、利用者Ｕ１の顔の向きであって、利
用者Ｕ１を撮影するカメラに対する顔の向きを検出している場合には、検出した向きに合
うようにマスク画像ＧＰ２１の形状を制御する。例えば、利用者がカメラに対して右を向
いている場合には、向きに合わせてＡＲ情報３Ｄ２１を回転させることで、マスク画像Ｇ
Ｐ２１の形状を制御する。
【０１０６】
　そして、端末装置１０は、制御した後の形状のマスクＰＤ２１を利用者Ｕ１が仮想的に
装着した態様で、利用者Ｕ１が撮影された現在の撮影画像にマスクＰＤ２１のマスク画像
ＧＰ２１を重畳した状態で表示させる。具体的には、端末装置１０は、マスクの利用用途
に応じた適切な顔の位置に対して、制御した後の形状のマスクＰＤ２１が位置するよう、
現在の撮影画像にマスク画像ＧＰ２１を重畳した状態で表示させる。
【０１０７】
　また、端末装置１０は、マスク画像ＧＰ２１が利用者Ｕ１の顔の動きの変化に追従する
よう表示させる。また、端末装置１０は、マスク画像ＧＰ２１が利用者Ｕ１の顔の向きの
変化に応じて、マスク画像ＧＰ２１の形状を制御する。
【０１０８】
〔５－３．表示制御処理（２）について〕
　次に、図４を用いて、端末装置１０が、アプリＡＰ１２に従って動作する場合の表示制
御処理の一例について説明する。図４は、実施形態に係る表示制御処理の一例（３）を示
す図である。また、以下に説明する処理は、図２のステップＳ１６に続く処理である。
【０１０９】
　図１のステップＳ１６で説明したように、サーバ装置１００は、ＡＲ情報を商品情報記
憶部１２１から取得すると、取得したＡＲ情報からマスク画像を生成する（ステップＳ３
１）。具体的には、サーバ装置１００は、マスクＰＤ２１の形状を示すＡＲ情報としてＡ
Ｒ情報３Ｄ２１を商品情報記憶部１２１から取得すると、ＡＲ情報３Ｄ２１が示す形状で
あって、マスクＰＤ２１に基づいて、この形状を仮想的に再現する立体画像をマスクＰＤ
２１のマスク画像として生成する。図４の例では、サーバ装置１００は、このようなマス
ク画像として、図３の例と同様にマスク画像ＧＰ２１を生成したものとする。
【０１１０】
　また、サーバ装置１００は、カメラの撮影範囲内に顔全体が含まれるように顔を撮影す
るよう案内する案内情報を利用者Ｕ１の端末装置１０に送信する（ステップＳ３２）。例
えば、サーバ装置１００は、カメラの撮影範囲内に顔全体が含まれるように顔を撮影する
よう案内する案内情報を端末装置１０に送信する。
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【０１１１】
　端末装置１０は、案内情報を受信すると、案内情報を受信したことに応じて、カメラを
動的に起動するとともに、受信した案内情報を表示画面（図６に示す出力部１４）に表示
させる（ステップＳ３３）。例えば、アプリＡＰ１２がカメラアプリとしての機能も有す
る場合には、端末装置１０は、アプリＡＰ１２内でカメラ（図６に示す撮像部１３）を動
的に起動することで、表示画面にカメラによる現在の撮影画像を表示させる。一方、アプ
リＡＰ１２がカメラアプリとしての機能を有さない場合には、端末装置１０は、予めイン
ストールされている所定のカメラアプリを動的に起動することで、表示画面にカメラによ
る現在の撮影画像を表示させてもよい。なお、端末装置１０は、利用者Ｕ１が自身の顔を
撮影できるようインカメラを起動する。
【０１１２】
　また、端末装置１０は、カメラによる撮影範囲に対応する枠情報と、例えば、「この枠
の中に顔が入るようにして撮影して下さい」といった文字情報から成る案内情報を表示画
面に表示させる。
【０１１３】
　カメラは、起動されている限り連続的に撮影し続ける。したがって、端末装置１０は、
アプリＡＰ１２を介して、カメラによる撮影画像を順次サーバ装置に送信する。これによ
り、サーバ装置１００は、端末装置１０カメラによって撮影が行われている間は、アプリ
ＡＰを介して、端末装置１０から順次撮影画像を取得する（ステップＳ３４）。
【０１１４】
　次に、サーバ装置１００は、取得した各撮影画像に基づいて、利用者Ｕ１の顔のパーツ
を検出する（ステップＳ３５）。例えば、サーバ装置１００は、撮影画像に基づいて、マ
スクを仮想的に装着させるパーツであって、利用者Ｕ１の顔のパーツを検出する。例えば
、サーバ装置１００は、利用者Ｕ１の目・鼻・口・耳を検出する。また、サーバ装置１０
０は、利用者Ｕ１の顎のラインの形状や、利用者Ｕ１の顔の向きであって、利用者Ｕ１を
撮影するカメラに対する顔の向きも検出する。また、サーバ装置１００は、利用者Ｕ１の
顔のサイズをさらに検出（推定）してもよい。
【０１１５】
　また、サーバ装置１００は、上記のように検出した検出結果に基づいて、マスクを仮想
的に装着させるパーツであって、利用者Ｕ１の顔のパーツが現在の撮影画像に含まれるか
否かを判定する。そして、サーバ装置１００は、含まれないと判定した場合には、顔のパ
ーツを含むように撮影するよう案内情報を端末装置１０に送信することで、係る案内情報
を表示画面に表示させてもよい。例えば、サーバ装置１００は、検出結果に基づいて、マ
スクの利用用途に応じた顔のパーツ（例えば、例えば、鼻よりも下の顔の部分）の全て／
または一部を検出できない場合には、利用者Ｕ１の顔のパーツが現在の撮影画像に含まれ
ないと判定する。そして、サーバ装置１００は、撮影範囲に対応する枠情報と、例えば、
「顔が映っていません。この枠の中に顔が入るようにして撮影して下さい」といった文字
情報から成る案内情報を端末装置１０に送信することによりこれを表示させる。
【０１１６】
　図４の説明に戻ると、サーバ装置１００は、検出した顔のパーツに基づいて、ステップ
Ｓ３１で生成したマスク画像を端末装置１０に表示させる（ステップＳ３６）。具体的に
は、サーバ装置１００は、検出した顔のパーツに基づいて、マスク画像ＧＰ２１を端末装
置１０の表示画面に表示させる。例えば、サーバ装置１００は、連続的に端末装置１０か
ら撮影画像を取得することにより、撮影画像を取得するたびに、取得した撮影画像に対し
て顔のパーツを検出する。このため、サーバ装置１００は、顔のパーツを検出する度に、
検出結果を端末装置１０に送信することで、端末装置１０に対して、検出結果と現在の撮
影画像とに基づきマスク画像ＧＰ２１を表示するよう制御する。
【０１１７】
　このようなステップＳ３６での制御により、端末装置１０は、ＡＲ情報が示す形状のマ
スクを利用者Ｕ１が仮想的に装着した態様で、利用者Ｕ１が撮影された現在の撮影画像に
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当該マスクのマスク画像を重畳した状態で表示させる。具体的には、端末装置１０は、検
出結果と現在の撮影画像とに基づいて、ＡＲ情報３Ｄ２１が示す形状のマスクＰＤ２１を
利用者Ｕ１が仮想的に装着した態様で、利用者Ｕ１が撮影された現在の撮影画像にマスク
ＰＤ２１のマスク画像ＧＰ２１を重畳した状態で表示させる。例えば、端末装置１０は、
検出結果と現在の撮影画像とに基づいて、マスクの利用用途に応じた適切な顔の位置に対
してＡＲ情報３Ｄ２１が示す形状のマスクＰＤ２１が位置するよう、現在の撮影画像にマ
スク画像ＧＰ２１を重畳した状態で表示させる。
【０１１８】
　なお、図４の例では、サーバ装置１００が端末装置１０にマスク画像を送信することに
より、端末装置１０は、サーバ装置１００からマスク画像を取得している。ここで、マス
ク画像は、ＡＲ情報から生成されたものであるため、端末装置１０がサーバ装置１００か
らマスク画像を取得することは、実質、端末装置１０がサーバ装置１００からＡＲ情報を
取得することに相当する。
【０１１９】
　さて、これまで説明してきたように、実施形態に係る表示制御装置（例えば、端末装置
１０）は、利用者による入力情報に応じて特定された使い捨て着用物品の形状を示す物品
情報を取得し、取得した物品情報が示す形状の使い捨て着用物品を利用者が仮想的に装着
した態様で、利用者が撮影された撮影画像に当該使い捨て着用物品の画像を重畳した状態
で表示させる。
【０１２０】
　そして、表示制御装置によるこのような表示制御処理によれば、利用者は、端末装置１
０を介して、使い捨て着用物品（例えば、マスク）を着用した際の自身の見た目をシミュ
レーションすることができるようになるため、使い捨て着用物品が利用者に適した商品で
あるか否かを購入前に効果的に認識させることができる。
【０１２１】
　また、表示制御装置によるこのような表示制御処理によれば、商品としての使い捨て着
用物品の訴求力を高めることができるため、使い捨て着用物品を取り扱う店舗の売上に貢
献することができる。
【０１２２】
〔６．バリエーションについて〕
　上記実施形態に係る表示制御装置は、上記実施形態以外にも種々の異なる形態にて実施
されてよい。そこで、以下では、表示制御装置の他の実施形態について説明する。
【０１２３】
〔６－１．端末装置について〕
　これまでは、端末装置１０は、利用者が有する端末装置であるものとして説明してきた
が、端末装置１０は、例えば、店頭に置かれた端末装置（例えば、タブレット端末やデジ
タルサイネ－ジなど）であってもよい。したがって、ここでは、端末装置１０が、店頭に
置かれた端末装置である場合における表示制御処理について説明する。端末装置１０が、
店頭に置かれた端末装置である場合、例えば、店頭の前を通りがかった利用者が、係る端
末装置１０が有するカメラの撮影範囲内に入ると、係る端末装置１０の表示画面には、実
施形態に係る表示制御による結果が表示されるという状況が考えられる。具体的には、店
頭の前を通りがかった利用者が、係る端末装置１０が有するカメラの撮影範囲内に入ると
、端末装置１０の表示画面には、マスクを仮想的に装着した状態で利用者が表示される。
【０１２４】
　端末装置１０が、店頭に置かれた端末装置である場合（特に、デジタルサイネ－ジであ
る場合）、利用者が端末装置１０に対してＱＲコードを入力するのは困難である。したが
って、係る例では、入力情報は、マスク商品が陳列されている陳列棚に付された識別情報
（ＱＲコード）ではなく、利用者が動的に撮影された撮影画像となる。具体的には、係る
例では、利用者が端末装置１０の前を通りがかることで、カメラの撮影範囲に入り、この
結果動的に撮影されることになった撮影画像が、利用者による入力情報となる。また、こ
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のようなことから、端末装置１０は、利用者が撮影された撮影画像を係る利用者による入
力情報として、撮影画像に応じて特定されたマスクの形状を示すＡＲ情報を取得する。
【０１２５】
　そして、このように、端末装置１０が、店頭に置かれた端末装置である場合、係る端末
装置１０が実施形態に係る表示制御処理を行うことで、利用者の興味を高め店舗へと利用
者を効果的に誘導することができるようになる。
【０１２６】
〔６－２．利用者操作に応じて着用物品の態様を制御（１）〕
　上記実施形態では、端末装置１０が、撮影画像から利用者の顔のサイズを検出（推定）
できている場合には、検出したサイズに合うようにマスク画像の形状を制御し、現在の撮
影画像に制御した後のマスク画像を重畳した状態で表示させる例を示した。しかし、端末
装置１０は、利用者の操作に応じて、マスクの態様を制御してもよい。
【０１２７】
　例えば、端末装置１０は、利用者によりマスクの色または模様が指定された場合には、
マスク画像として、指定された色または模様のマスク画像を撮影画像に重畳させる。この
点について、図３の例を用いて説明する。例えば、図３の例では、マスクＰＤ２１のカラ
ーバリエーションとして、白、黒、ピンクがあるものとする。そうすると、端末装置１０
は、はじめはデフォルト色（例えば、白色）のマスクＰＤ２１を示すマスク画像ＧＰ、す
なわち白色のマスク画像ＧＰ２１を表示させる。
【０１２８】
　このような状態において、端末装置１０は、白、黒、ピンクの中から任意の色を選択可
能な色選択コンテンツを表示画面に表示させる。そして、例えば、利用者Ｕ１が色選択コ
ンテンツを介して「ピンク」を指定したとすると、現在表示されているマスク画像ＧＰ２
１の色を白からピンクへと制御（変更）する。また、ここでは色の指定を例に説明したが
、端末装置１０は、模様でも同様の処理を行うことができる。
【０１２９】
　そして、このような表示制御処理によれば、利用者は、端末装置１０を介して、使い捨
て着用物品（例えば、マスク）の色や模様によって自身のイメージがどのように変化する
かをシミュレーションすることができるようになるため、どのような色や模様の使い捨て
着用物品が利用者に適した商品であるか否かを購入前に効果的に認識させることができる
。
【０１３０】
〔６－３．利用者操作に応じて着用物品の態様を制御（２）〕
　また、端末装置１０は、利用者によりマスクのサイズが指定された場合には、マスク画
像として、指定されたサイズに応じたサイズのマスク画像を撮影画像に重畳させる。この
点について、図３の例を用いて説明する。例えば、端末装置１０は、小さいサイズ、普通
サイズ、大きいサイズの中から任意のサイズを選択可能なサイズ選択コンテンツを表示画
面に表示させる。そして、例えば、利用者Ｕ１がサイズ選択コンテンツを介して「大きい
サイズ」を指定したとすると、現在表示されているマスク画像ＧＰ２１のサイズを「大き
いサイズ」に応じたサイズへと制御（変更）する。
【０１３１】
　そして、このような表示制御処理によれば、利用者は、端末装置１０を介して、使い捨
て着用物品（例えば、マスク）のサイズによって自身のイメージがどのように変化するか
をシミュレーションすることができるようになるため、どのようなサイズの使い捨て着用
物品が利用者に適した商品であるか否かを購入前に効果的に認識させることができる。
【０１３２】
〔６－４．インストールの案内表示〕
　また、端末装置１０は、利用者に関する利用者情報に基づき特定された利用者であって
、撮影画像に使い捨て着用物品の画像を重畳した状態で表示させるアプリケーションであ
るアプリＡＰ１１を導入していない利用者の端末装置に対して、アプリＡＰ１１をインス
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トールするよう案内する案内情報を表示させてもよい。
【０１３３】
　例えば、サーバ装置１００は、事業者Ｔに対して所定の登録を行っている利用者を示す
情報と、アプリＡＰ１１をインストール済みの利用者を示す情報とのマッチングにより、
事業者Ｔに対して所定の登録を行っている利用者のうち、アプリＡＰ１１を未インストー
ルの利用者を特定する。そして、サーバ装置１００は、特定した利用者の端末装置１０に
アプリＡＰ１１をインストールするよう案内する案内情報を送信する。これにより、端末
装置１０は、アプリＡＰ１１をインストールするよう案内する案内情報を表示画面に表示
させる。
【０１３４】
　なお、サーバ装置１００は、事業者Ｔに関連するコンテンツにアクセスしたことのある
利用者を示すクッキー情報と、アプリＡＰ１１をインストール済みの利用者を示す情報と
のマッチングにより、事業者Ｔに関連するコンテンツのアクセスしたことのある利用者の
うち、アプリＡＰ１１を未インストールの利用者を特定してもよい。
【０１３５】
　また、サーバ装置１００は、利用者の位置情報に基づいて、商品情報記憶部１２１にお
ける「取扱店舗」で示される店舗の周辺に位置した利用者を特定する。そして、サーバ装
置１００は、特定した利用者に関する情報（例えば、特定した利用者の端末ＩＤ）と、ア
プリＡＰ１１をインストール済みの利用者を示す情報とのマッチングにより、「取扱店舗
」で示される店舗の周辺に位置した利用者のうち、アプリＡＰ１１を未インストールの利
用者を特定してもよい。
【０１３６】
　このように、利用者に関する利用者情報に基づき特定された利用者であって、撮影画像
に使い捨て着用物品の画像を重畳した状態で表示させるアプリケーションを導入していな
い利用者の端末装置に対して、当該アプリケーションを導入するよう案内する案内情報を
表示させることで、使い捨て着用物品の装着体験を店頭で行わすための敷居を効果的に下
げることができるようになる。
【０１３７】
〔６－５．情報共有サービスへの投稿〕
　また、端末装置１０は、利用者が撮影された撮影画像であって、マスク画像が重畳され
た撮影画像に対して、所定の情報共有サービス（ＳＮＳ）への投稿に応じた所定の情報を
表示させてもよい。例えば、端末装置１０は、撮影画像に対してマスク画像ＧＰ２１が重
畳して表示されている状態で、シャッターボタンが押下された場合には、マスク画像ＧＰ
２１が重畳されている撮影画像から静止画像を取得するとともに、取得した静止画像に所
定の情報共有サービス（ＳＮＳ）への投稿に応じた所定の情報を表示させる。例えば、端
末装置１０は、所定の情報として、マスクＰＤ２１に関する情報（例えば、事業者Ｔの会
社ロゴ、マスクＰＤ２１の商品、マスクＰＤ２１のブランド名など）を表示させる。また
、端末装置１０は、所定の情報として、所定の情報共有サービスへの投稿を案内する案内
情報を表示してもよい。係る案内情報は、例えば、「写真を撮って投稿しよう！」といっ
た文字情報から成る案内情報である。
【０１３８】
　このように、利用者が撮影された撮影画像であって、使い捨て着用物品の画像が重畳さ
れた撮影画像に対して、所定の情報共有サービスへの投稿に応じた所定の情報を表示させ
ることで、所定の情報共有サービスを介して、使い捨て着用物品や、使い捨て着用物品の
事業者について効果的に宣伝することができるようになる。
【０１３９】
〔６－６．比較〕
　また、端末装置１０は、利用者が撮影された撮影画像であって、マスク画像が重畳され
た撮影画像のうち、これまでに撮影された撮影画像を比較可能なように表示させてもよい
。例えば、端末装置１０は、利用者が撮影された撮影画像であって、マスク画像が重畳さ
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れた撮影画像のうち、過去に撮影された撮影画像を、現在撮影されている撮影画像であっ
て、マスク画像が重畳された撮影画像とともに表示させる。この点について、図５を用い
て説明する。図５は、実施形態に係る画像比較の一例を示す図である。
【０１４０】
　例えば、端末装置１０は、選択コンテンツＣ１１における利用者Ｕ１の１回目の選択内
容に応じて、撮影画像にマスクＰＤ３１のマスク画像ＧＰ３１を重畳した状態で表示させ
、またこの状態でシャッターが押されたことにより、利用者Ｕ１がマスクＰＤ３１を仮想
的に装着している静止画像ＳＭ３を取得しているものとする。
【０１４１】
　このような状態において、今、図２～図３にかけてステップＳ２３まで表示制御処理が
進んでいるものとする。そうすると、端末装置１０は、図３のステップＳ２４で説明した
ように、検出した顔のパーツに基づいて、ＡＲ情報３Ｄ２１が示す形状のマスクＰＤ２１
を利用者Ｕ１が仮想的に装着した態様で、利用者Ｕ１が撮影された現在の撮影画像にマス
クＰＤ２１のマスク画像ＧＰ２１を重畳した状態で表示させる。このとき、端末装置１０
は、図５に示すような形態で表示を行う。
【０１４２】
　例えば、端末装置１０は、表示画面において撮影画像が表示される表示領域を、領域Ａ
Ｒ１１および領域ＡＲ１２といった２つの表示領域に分ける。そして、端末装置１０は、
予め取得している静止画像ＳＭ３を比較画像として領域ＡＲ１１に表示させる。また、端
末装置１０は、このような表示とともに、領域ＡＲ１２において、ＡＲ情報３Ｄ２１が示
す形状のマスクＰＤ２１を利用者Ｕ１が仮想的に装着した態様で、利用者Ｕ１が撮影され
た現在の撮影画像にマスクＰＤ２１のマスク画像ＧＰ２１を重畳した状態で表示させる。
【０１４３】
　このように、端末装置１０は、過去に撮影された撮影画像を、現在撮影されている撮影
画像であって、使い捨て着用物品の画像が重畳された撮影画像とともに表示させることで
、利用者に対して、どの使い捨て着用物品が似合っているかを容易に比較させることがで
きるため、使い捨て着用物品を購入後に購入した使い捨て着用物品が似合っていないこと
が判明してしまという状況になることを回避させることができる。
【０１４４】
　なお、端末装置１０は、図５の例では、撮影画像が表示される表示領域を上下２つに分
けているが、例えば、左右２つに分けてもよい。また、端末装置１０は、撮影画像が表示
される表示領域を必ず２つに分ける必要はなく、比較画像の数に応じて任意の数に分ける
ことができる。
【０１４５】
〔７．表示制御装置の構成〕
　次に、図６を用いて、実施形態に係る表示制御装置について説明する。図６は、実施形
態に係る情報処理装置の構成例を示す図である。具体的には、図６は、実施形態に係る情
報処理装置の一例である端末装置１０およびサーバ装置１００の構成例を示す図である。
以下では、まず、端末装置１０の構成例について説明し、次に、サーバ装置１００の構成
例について説明する。
【０１４６】
〔７－１．端末装置の構成〕
（通信部１１について）
　通信部１１は、例えば、ＮＩＣ（Network　Interface　Card）等によって実現される。
そして、通信部１１は、ネットワークＮと有線または無線で接続され、例えば、サーバ装
置１００との間で情報の送受信を行う。
【０１４７】
（入力部１２、撮像部１３、出力部１４について）
　入力部１２は、利用者から各種操作を受け付ける入力装置である。例えば、入力部１２
は、キーボードやマウスや操作キー等によって実現される。出力部１４は、各種情報を表
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示するための表示装置である。例えば、出力部１４は、液晶ディスプレイ等によって実現
される。なお、端末装置１０にタッチパネルが採用された場合には、入力部１２と出力部
１４とは一体化される。また、出力部１４は、例えば、端末装置１０の表示画面に対応す
る。また、撮像部１３は、対象の撮像を行うカメラ機能に対応する。撮像部１３は、例え
ば、実施形態に係る表示制御処理を行うアプリケーションによって制御される。
【０１４８】
（制御部１５について）
　制御部１５は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）やＭＰＵ（Micro　Processing　
Unit）等によって、端末装置１０内部の記憶装置に記憶されている各種プログラム（例え
ば、アプリＡＰ１１またはアプリＡＰ１２）がＲＡＭを作業領域として実行されることに
より実現される。また、制御部１５は、例えば、ＡＳＩＣ（Application　Specific　Int
egrated　Circuit）やＦＰＧＡ（Field　Programmable　Gate　Array）等の集積回路によ
り実現される。
【０１４９】
（制御部１５について）
　図６に示すように、制御部１５は、取得部１５ａと、生成部１５ｂと、検出部１５ｃと
、表示制御部１５ｄとを有し、以下に説明する情報処理の機能や作用を実現または実行す
る。なお、制御部１５の内部構成は、図６に示した構成に限られず、後述する情報処理を
行う構成であれば他の構成であってもよい。また、制御部１５が有する各処理部の接続関
係は、図６に示した接続関係に限られず、他の接続関係であってもよい。
【０１５０】
（取得部１５ａについて）
　取得部１５ａは、利用者による入力情報に応じて特定された使い捨て着用物品の形状を
示す物品情報を取得する。例えば、取得部１５ａは、サーバ装置１００から物品情報を取
得する。また、例えば、取得部１５ａは、使い捨て着用物品として、不織布で構成された
使い捨てマスクの形状を示す物品情報（ＡＲ情報）を取得する。
【０１５１】
　また、取得部１５ａは、入力情報として、使い捨て着用物品が商品として陳列されてい
る陳列棚に付された識別情報（ＱＲコード）に応じて特定された使い捨て着用物品の形状
を示す前記物品情報を取得する。
【０１５２】
　例えば、取得部１５ａは、識別情報に応じて特定された使い捨て着用物品として、識別
情報で識別される使い捨て着用物品であって、陳列棚に現在陳列されている使い捨て着用
物品の形状を示す物品情報を取得する。
【０１５３】
　また、例えば、取得部１５ａは、識別情報に応じて特定された使い捨て着用物品として
、識別情報で識別される着用物品、および、識別情報で識別される着用物品に関連する着
用物品である表示候補の使い捨て着用物品のうち、利用者により選択されたカテゴリに対
応する使い捨て着用物品の形状を示す物品情報を取得してもよい。例えば、取得部１５ａ
は、利用者により選択された第１のカテゴリに属する表示候補の使い捨て着用物品のうち
、利用者によりさらに選択された第２のカテゴリであって、第１のカテゴリに対する下位
のカテゴリである第２のカテゴリに属する着用物品の形状を示す物品情報を取得する。一
方で、取得部１５ａは、表示候補の使い捨て着用物品のうち、利用者により選択された使
い捨て着用物品の形状を示す物品情報を取得してもよいし、利用者の属性情報または嗜好
性に応じて特定された表示候補の使い捨て着用物品のうち、利用者により選択された使い
捨て着用物品の形状を示す物品情報を取得してもよい。
【０１５４】
　また、取得部１５ａは、入力情報として、利用者が撮影された撮影画像に応じて特定さ
れた使い捨て着用物品の形状を示す物品情報を取得してもよい。
【０１５５】
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（生成部１５ｂについて）
　生成部１５ｂは、物品情報を取得すると、取得した物品情報から使い捨て着用物品の画
像を生成する。例えば、生成部１５ｂは、サーバ装置１００から物品情報を取得すると、
取得した物品情報が示す形状であって、使い捨て着用物品の形状に基づいて、この形状を
仮想的に再現する立体画像を生成する。
【０１５６】
（検出部１５ｃについて）
　検出部１５ｃは、利用者が撮影された撮影画像に基づいて、利用者の身体のパーツを検
出する。例えば、検出部１５ｃは、カメラ（撮像部１３）による撮影画像を順次取得する
ことにより、取得した各撮影画像に基づいて、利用者の身体のパーツを検出する。例えば
、検出部１５ｃは、撮影画像に基づいて、使い捨て着用物品を仮想的に装着させるパーツ
であって、利用者の身体のパーツを検出する。
【０１５７】
　例えば、検出部１５ｃは、利用者が撮影された撮影画像に基づいて、利用者の顔のパー
ツを検出する。例えば、検出部１５ｃは、利用者の目・鼻・口・耳を検出する。また、検
出部１５ｃは、利用者の顎のラインの形状や、利用者の顔の向きであって、利用者を撮影
するカメラに対する顔の向きを検出する。また、検出部１５ｃは、利用者の顔のサイズを
検出する。
【０１５８】
（表示制御部１５ｄについて）
　表示制御部１５ｄは、物品情報が示す形状の使い捨て着用物品を利用者が仮想的に装着
した態様で、利用者が撮影された撮影画像に当該使い捨て着用物品の画像を重畳した状態
で表示させる。例えば、表示制御部１５ｄは、利用者が撮影された撮影画像から検出され
た利用者の身体のパーツに基づいて、使い捨て着用物品の利用用途に応じた適切な身体の
位置に対して物品情報が示す形状の使い捨て着用物品が位置するよう、撮影画像に使い捨
て着用物品の画像を重畳した状態で表示させる。
【０１５９】
　また、例えば、表示制御部１５ｄは、撮影画像で示される利用者の顔の向きであって、
利用者を撮影する撮影手段（撮像部１３）に対する顔の向きに応じて、物品情報が示す形
状を制御し、制御した形状の使い捨て着用物品を利用者が仮想的に装着した態様で、撮影
画像に使い捨て着用物品の画像を重畳した状態で表示させる。また、例えば、表示制御部
１５ｄは、利用者の顔のサイズに応じて、使い捨て着用物品の画像のサイズを制御し、制
御したサイズの画像を撮影画像に重畳させる。
【０１６０】
　また、表示制御部１５ｄは、利用者により使い捨て着用物品の色または模様が指定され
た場合には、使い捨て着用物品の画像として、指定された色または模様の使い捨て着用物
品の画像を撮影画像に重畳させる。例えば、表示制御部１５ｄは、任意の色を選択可能な
色選択コンテンツを表示画面に表示させる。そして、表示制御部１５ｄは、現在表示され
ている使い捨て着用物品の画像の色を、色選択コンテンツにおいて指定された色へと制御
（変更）する。なお、色選択コンテンツは、例えば、生成部１５ｂによって生成される。
例えば、生成部１５ｂは、識別情報に応じて特定された使い捨て着用物品のカラーバリエ
ーションに基づいて、色選択コンテンツを生成する。
【０１６１】
　また、表示制御部１５ｄは、利用者により使い捨て着用物品のサイズが指定された場合
には、使い捨て着用物品の画像として、指定されたサイズに応じたサイズの画像を撮影画
像に重畳させる。例えば、表示制御部１５ｄは、小さいサイズ、普通サイズ、大きいサイ
ズの中から任意のサイズを選択可能なサイズ選択コンテンツを表示画面に表示させる。そ
して、表示制御部１５ｄは、在表示されている使い捨て着用物品の画像のサイズを、サイ
ズ選択コンテンツにおいて指定されたサイズへと制御（変更）する。なお、サイズ選択コ
ンテンツは、例えば、生成部１５ｂによって生成される。例えば、生成部１５ｂは、識別
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情報に応じて特定された使い捨て着用物品のサイズバリエーションに基づいて、サイズ選
択コンテンツを生成する。
【０１６２】
　また、表示制御部１５ｄは、利用者に関する利用者情報に基づき特定された利用者であ
って、撮影画像に使い捨て着用物品の画像を重畳した状態で表示させるアプリケーション
を導入していない利用者の端末装置に対して、当該アプリケーションを導入するよう案内
する案内情報を表示させてもよい。
【０１６３】
　また、表示制御部１５ｄは、入力情報が入力された後において、使い捨て着用物品を仮
想的に装着させるパーツであって、利用者の身体のパーツが、利用者が撮影された撮影画
像に含まれないと判定された場合には、当該パーツを含むように撮影するよう案内情報を
表示させてもよい。
【０１６４】
　また、表示制御部１５ｄは、利用者が撮影された撮影画像であって、使い捨て着用物品
の画像が重畳された撮影画像のうち、これまでに撮影された撮影画像を比較可能なように
表示させてもよい。例えば、表示制御部１５ｄは、利用者が撮影された撮影画像であって
、使い捨て着用物品の画像が重畳された撮影画像のうち、過去に撮影された撮影画像を、
現在撮影されている撮影画像であって、使い捨て着用物品の画像が重畳された撮影画像と
ともに表示させる。また、このようなことから端末装置１０は、撮影画像を記憶する記憶
部を有してもよい。例えば、端末装置１０は、シャッター押下により撮影画像から得られ
た静止画像を記憶する記憶部を有してもよい。
【０１６５】
　また、表示制御部１５ｄは、利用者が撮影された撮影画像であって、使い捨て着用物品
の画像が重畳された撮影画像に対して、所定の情報共有サービスへの投稿に応じた所定の
情報を表示させてもよい。例えば、表示制御部１５ｄは、所定の情報として、使い捨て着
用物品に関する情報を表示させる。例えば、表示制御部１５ｄは、使い捨て着用物品の画
像が重畳して表示されている状態で、シャッターボタンが押下された場合には、使い捨て
着用物品の画像が重畳されている撮影画像から静止画像を取得する。そして、表示制御部
１５ｄは、取得した静止画像に所定の情報共有サービス（ＳＮＳ）への投稿に応じた所定
の情報を表示させる。例えば、表示制御部１５ｄは、所定の情報として、使い捨て着用物
品に関する情報（例えば、会社ロゴ、使い捨て着用物品の商品名、使い捨て着用物品のブ
ランド名など）を表示させる。また、表示制御部１５ｄは、所定の情報として、所定の情
報共有サービスへの投稿を案内する案内情報を表示してもよい。
【０１６６】
〔７－２．サーバ装置の構成〕
（通信部１１０について）
　通信部１１０は、例えば、ＮＩＣ等によって実現される。そして、通信部１１０は、ネ
ットワークＮと有線または無線で接続され、例えば、端末装置１０との間で情報の送受信
を行う。
【０１６７】
（記憶部１２０について）
　記憶部１２０は、例えば、ＲＡＭ（Random　Access　Memory)、フラッシュメモリ等の
半導体メモリ素子またはハードディスク、光ディスク等の記憶装置によって実現される。
記憶部１２０は、図１で説明した商品情報記憶部１２１を有する。
【０１６８】
（制御部１３０について）
　制御部１３０は、ＣＰＵやＭＰＵ等によって、サーバ装置１００内部の記憶装置に記憶
されている各種プログラム（例えば、アプリＡＰ１１またはアプリＡＰ１２）がＲＡＭを
作業領域として実行されることにより実現される。また、制御部１３０は、例えば、ＡＳ
ＩＣやＦＰＧＡ等の集積回路により実現される。
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【０１６９】
　図６に示すように、制御部１３０は、取得部１３１と、特定部１３２と、生成部１３３
と、送信部１３４とを有し、以下に説明する情報処理の機能や作用を実現または実行する
。なお、制御部１３０の内部構成は、図６に示した構成に限られず、後述する情報処理を
行う構成であれば他の構成であってもよい。また、制御部１３０が有する各処理部の接続
関係は、図６に示した接続関係に限られず、他の接続関係であってもよい。
【０１７０】
（取得部１３１について）
　取得部１３１は、利用者による入力情報に応じて特定された使い捨て着用物品の形状を
示す物品情報を取得する。例えば、取得部１３１は、商品情報記憶部１２１から物品情報
を取得する。また、例えば、取得部１３１は、使い捨て着用物品として、不織布で構成さ
れた使い捨てマスクの形状を示す物品情報（ＡＲ情報）を取得する。
【０１７１】
　また、取得部１３１は、入力情報として、使い捨て着用物品が商品として陳列されてい
る陳列棚に付された識別情報（ＱＲコード）に応じて特定された使い捨て着用物品の形状
を示す前記物品情報を取得する。
【０１７２】
　例えば、取得部１３１は、識別情報に応じて特定された使い捨て着用物品として、識別
情報で識別される使い捨て着用物品であって、陳列棚に現在陳列されている使い捨て着用
物品の形状を示す物品情報を取得する。
【０１７３】
　また、例えば、取得部１３１は、識別情報に応じて特定された使い捨て着用物品として
、識別情報で識別される着用物品、および、識別情報で識別される着用物品に関連する着
用物品である表示候補の使い捨て着用物品のうち、利用者により選択されたカテゴリに対
応する使い捨て着用物品の形状を示す物品情報を取得してもよい。例えば、取得部１３１
は、利用者により選択された第１のカテゴリに属する表示候補の使い捨て着用物品のうち
、利用者によりさらに選択された第２のカテゴリであって、第１のカテゴリに対する下位
のカテゴリである第２のカテゴリに属する着用物品の形状を示す物品情報を取得する。一
方で、取得部１３１は、表示候補の使い捨て着用物品のうち、利用者により選択された使
い捨て着用物品の形状を示す物品情報を取得してもよいし、利用者の属性情報または嗜好
性に応じて特定された表示候補の使い捨て着用物品のうち、利用者により選択された使い
捨て着用物品の形状を示す物品情報を取得してもよい。
【０１７４】
　また、取得部１３１は、端末装置１０から撮影画像を取得する。
【０１７５】
（特定部１３２について）
　特定部１３２は、利用者による入力情報（ＱＲコード）に基づいて、表示候補の使い捨
て着用物品を特定する。例えば、特定部１３２は、入力情報に含まれる商品ＩＤに基づい
て、表示候補の使い捨て着用物品を特定する。例えば、特定部１３２は、入力情報に含ま
れる商品ＩＤで一意に識別される使い捨て着用物品、および、この着用物品に関連する使
い捨て着用物品を、表示候補の使い捨て着用物品として特定する。
【０１７６】
　また、特定部１３２は、利用者の属性情報、または、利用者の嗜好性に基づいて、表示
候補の使い捨て着用物品を特定してもよい。
【０１７７】
（生成部１３３について）
　生成部１３３は、特定部１３２により特定された表示候補の使い捨て着用物品から、表
示を希望する着用物品を選択させる選択コンテンツを生成する。例えば、生成部１３３は
、商品情報記憶部１２１に基づいて、表示候補の使い捨て着用物品が属するカテゴリのう
ち、より上位の第１のカテゴリのいずれかを選択させ、また、選択された第１のカテゴリ
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に対応する第２のカテゴリであって、第１のカテゴリに対する下位のカテゴリである第２
のカテゴリのいずれかをさらに選択させるような選択コンテンツを生成する。図２の例で
は、生成部１３３は、選択コンテンツＣ１１を生成している。
【０１７８】
　また、生成部１３３は、生成部１５ｂと同様の機能を有してよい。例えば、生成部１３
３は、物品情報から使い捨て着用物品の画像を生成する機能を有してもよい。
【０１７９】
（送信部１３４について）
　送信部１３４は、各種情報を送信する。例えば、送信部１３４は、端末装置１０に各種
情報を送信する。例えば、送信部１３４は、生成部１３３により生成された選択コンテン
ツ、物品情報、案内情報、利用者から検出した身体のパーツを示す情報（検出部１５ｃに
よる検出結果に対応）、物品情報から生成された使い捨て着用物品の画像を端末装置１０
に送信する。
【０１８０】
（その他の処理部について）
　また、サーバ装置１００は、図４で説明した表示制御処理のうち、サーバ装置１００が
行うものとして説明した表示制御処理が行えるよう、検出部１５ｃに対応する処理部や、
表示制御部１５ｄに対応する処理部をさらに有することができる。
【０１８１】
〔８．処理手順〕
　次に、図７および図８を用いて、実施形態に係る表示制御処理の手順について説明する
。図７では、実施形態に係る表示制御処理のうち、利用者による入力情報に応じて特定さ
れた使い捨て着用物品に対応する物品情報（ＡＲ情報）を取得するまでの表示制御処理手
順について説明する。図８では、実施形態に係る表示制御処理のうち、取得された物品情
報が示す形状の使い捨て着用物品の画像を撮影画像に重畳させる表示制御処理手順につい
て説明する。また、図７および図８では、使い捨て着用物品は、不織布で構成された使い
捨てマスクであるものとして説明する。
【０１８２】
〔８－１．処理手順（１）〕
　まず、図７を用いて、実施形態に係る表示制御処理のうち、利用者による入力情報に応
じて特定された使い捨て着用物品に対応する物品情報（ＡＲ情報）を取得するまでの表示
制御処理手順について説明する。図７は、実施形態に係る表示制御処理のうち、前半の表
示制御処理手順を示すフローチャートである。
【０１８３】
　まず、取得部１３１は、コード情報の入力に伴う商品情報（商品ＩＤ）を取得できたか
否かを判定する（ステップＳ１０１）。例えば、利用者が端末装置１０にコード情報を入
力したことに応じて、端末装置１０が、このコード情報から検出した商品情報をサーバ装
置１００に送信した場合には、取得部１３１は、コード情報の入力に伴う商品情報を取得
できたと判定する。
【０１８４】
　そして、取得部１３１は、コード情報の入力に伴う商品情報（商品ＩＤ）を取得できて
いない間は（ステップＳ１０１；Ｎｏ）、取得できるまで待機する。一方、特定部１３２
は、取得部１３１により商品情報が取得された場合には（ステップＳ１０１；Ｙｅｓ）、
取得された商品情報に基づいて、表示候補のマスクを特定する（ステップＳ１０２）。例
えば、特定部１３２は、商品情報に基づいて、商品情報記憶部１２１に記憶される表示候
補のマスクの中から、さらに商品情報に応じた表示候補のマスクを絞り込む。
【０１８５】
　次に、生成部１３３は、特定部により特定された表示候補のマスクから、希望するマス
クを選択させる選択コンテンツを生成する（ステップＳ１０３）。そして、送信部１３４
は、生成部１３３により生成された選択コンテンツを端末装置１０に送信する（ステップ
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Ｓ１０４）。係る端末装置１０は、コード情報の入力を行った利用者が所有する端末装置
である。
【０１８６】
　また、このような状態において、取得部１３１は、選択コンテンツで示されるカテゴリ
（第１のカテゴリ、第２のカテゴリ）のうちいずれかのカテゴリの選択を受け付けたか否
かを判定する（ステップＳ１０５）。すなわち、取得部１３１は、選択コンテンツで示さ
れるカテゴリ（第１のカテゴリ、第２のカテゴリ）のうち、選択されたカテゴリを示すカ
テゴリ情報を端末装置１０から取得できたか否かを判定する。取得部１３１は、カテゴリ
情報を取得できないことによりカテゴリの選択を受け付けていないと判定している間は（
ステップＳ１０５；Ｎｏ）、カテゴリ情報を取得することによりカテゴリの選択を受け付
けたと判定できるまで待機する。
【０１８７】
　一方、取得部１３１は、カテゴリ情報を取得することによりカテゴリの選択を受け付け
たと判定した場合には（ステップＳ１０５；Ｙｅｓ）、選択されたカテゴリに属するマス
クの形状を示すＡＲ情報を商品情報記憶部１２１から取得する（ステップＳ１０６）。そ
して、送信部１３４は、取得部により取得されたＡＲ情報を端末装置１０に送信する。
【０１８８】
〔８－２．処理手順（２）〕
　まず、図８を用いて、実施形態に係る表示制御処理のうち、取得された物品情報が示す
形状の使い捨て着用物品の画像を撮影画像に重畳させる表示制御処理手順について説明す
る。図８は、実施形態に係る表示制御処理のうち、後半の表示制御処理手順を示すフロー
チャートである。
【０１８９】
　まず、取得部１５ａは、サーバ装置１００からＡＲ情報を取得できたか否かを判定する
（ステップＳ２０１）。取得部１５ａは、サーバ装置１００からＡＲ情報を取得できてい
ない間は（ステップＳ２０１；Ｎｏ）、取得できるまで待機する。
【０１９０】
　一方、生成部１５ｂは、取得部１５ａによりＡＲ情報が取得された場合には（ステップ
Ｓ２０１；Ｙｅｓ）、ＡＲ情報からマスク画像を生成する（ステップＳ２０２）。
【０１９１】
　また、表示制御部１５ｄは、マスク画像が生成されると、インカメラを動的に起動させ
るとともに、インカメラで顔を撮影するよう案内する案内情報を表示させる（ステップＳ
２０３）。
【０１９２】
　次に、検出部１５ｃは、案内に応じて撮影された撮影画像に基づいて、利用者の顔のパ
ーツを検出する（ステップＳ２０４）。
【０１９３】
　そして、表示制御部１５ｄは、検出部１５ｃにより検出された顔のパーツに基づいて、
ＡＲ情報が示す形状のマスクを利用者が仮想的に装着した態様で、利用者が撮影された撮
影画像に当該マスクのマスク画像を重畳した状態で表示させる（ステップＳ２０５）。
【０１９４】
〔９．その他〕
　上記した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明した処理の全部または一部は
、手動的に行われてもよい。また、手動的に行われるものとして説明した処理の全部また
は一部は、公知の方法で自動的に行われてもよい。この他、上記文書中や図面中で示した
処理手順、具体的名称、各種のデータやパラメータを含む情報については、特記する場合
を除いて任意に変更することができる。例えば、各図に示した各種情報は、図示した情報
に限られるものではない。
【０１９５】
　また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示
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の如く構成されなくともよい。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図示のもの
に限られない。また、各構成要素は、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況など
に応じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成してもよい。また、上
記してきた各処理は、矛盾しない範囲で適宜組み合わせて実行されてもよい。
【０１９６】
〔１０．ハードウェア構成〕
　また、上述した実施形態に係る表示制御装置は、例えば図９に示すような構成のコンピ
ュータ１０００によって実現される。図９は、ハードウェア構成の一例を示す図である。
コンピュータ１０００は、出力装置１０１０、入力装置１０２０と接続され、演算装置１
０３０、キャッシュ１０４０、メモリ１０５０、出力ＩＦ（Interface）１０６０、入力
ＩＦ１０７０、ネットワークＩＦ１０８０がバス１０９０により接続される。
【０１９７】
　演算装置１０３０は、キャッシュ１０４０やメモリ１０５０に格納されたプログラムや
入力装置１０２０から読み出したプログラム等に基づいて動作し、各種の処理を実行する
。キャッシュ１０４０は、ＲＡＭ等、演算装置１０３０が各種の演算に用いるデータを一
次的に記憶するキャッシュである。また、メモリ１０５０は、演算装置１０３０が各種の
演算に用いるデータや、各種のデータベースが登録される記憶装置であり、ＲＯＭ(Read
　Only　Memory)、ＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）、フラッシュメモリ等により実現される
メモリである。
【０１９８】
　出力ＩＦ１０６０は、モニタやプリンタといった各種の情報を出力する出力装置１０１
０に対し、出力対象となる情報を送信するためのインタフェースであり、例えば、ＵＳＢ
（Universal　Serial　Bus）やＤＶＩ（Digital　Visual　Interface）、ＨＤＭＩ（登録
商標）（High　Definition　Multimedia　Interface）といった規格のコネクタにより実
現されてよい。一方、入力ＩＦ１０７０は、マウス、キーボード、およびスキャナ等とい
った各種の入力装置１０２０から情報を受信するためのインタフェースであり、例えば、
ＵＳＢ等により実現される。
【０１９９】
　例えば、入力装置１０２０は、ＣＤ（Compact　Disc）、ＤＶＤ（Digital　Versatile
　Disc）、ＰＤ（Phase　change　rewritable　Disk）等の光学記録媒体、ＭＯ（Magneto
-Optical　disk）等の光磁気記録媒体、テープ媒体、磁気記録媒体、または半導体メモリ
等から情報を読み出す装置により実現されてもよい。また、入力装置１０２０は、ＵＳＢ
メモリ等の外付け記憶媒体により実現されてもよい。
【０２００】
　ネットワークＩＦ１０８０は、ネットワークＮを介して他の機器からデータを受信して
演算装置１０３０へ送り、また、ネットワークＮを介して演算装置１０３０が生成したデ
ータを他の機器へ送信する機能を有する。
【０２０１】
　ここで、演算装置１０３０は、出力ＩＦ１０６０や入力ＩＦ１０７０を介して、出力装
置１０１０や入力装置１０２０の制御を行うこととなる。例えば、演算装置１０３０は、
入力装置１０２０やメモリ１０５０からプログラムをキャッシュ１０４０上にロードし、
ロードしたプログラムを実行する。例えば、コンピュータ１０００が表示制御装置として
機能する場合、コンピュータ１０００の演算装置１０３０は、キャッシュ１０４０上にロ
ードされたプログラムを実行することにより、制御部１３０の機能を実現することとなる
。
【符号の説明】
【０２０２】
　　　１０　端末装置
　　　１５　制御部
　　１５ａ　取得部
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　　１５ｂ　生成部
　　１５ｃ　検出部
　　１５ｄ　表示制御部
　　１００　サーバ装置
　　１２１　商品情報記憶部
　　１３０　制御部
　　１３１　取得部
　　１３２　特定部
　　１３３　生成部
　　１３４　送信部
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